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人 事 委 員 会 規 則 

在宅勤務等手当の支給に関する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第８号 

在宅勤務等手当の支給に関する規則 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例第３号。以下「給与条例」という。）第10

条の３の規定に基づき、在宅勤務等手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 

（在宅勤務等の場所） 

第２条 給与条例第10条の３第１項の人事委員会規則で定める場所は、次に掲げる場所とする。 

(１) 職員の配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。）又は２親等内の親族の

住居 

(２) 宿泊施設の客室（職員が当該客室の利用に係る料金を負担する場合に限る。） 

(３) 前２号に掲げる場所に準ずる場所として任命権者が認めるもの 

（正規の勤務時間から除かれる時間） 

第３条 給与条例第10条の３第１項の人事委員会規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。 

(１) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年鳥取県条例第35号）第10条の２第１項及び県費負担教

職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年鳥取県条例第36号）第８条の２第１項に規定する時間外勤

務代休時間又は給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等に割り振られた勤

務時間（いずれも特に勤務することを命ぜられた時間を除く。） 

(２) 休暇により勤務しない時間及び前号に掲げる時間のほか、勤務しないことにつき特に承認があった時間 

（確認） 

第４条 任命権者は、在宅勤務等手当を支給する場合において必要と認めるときは、給与条例第10条の３第１項

に規定する勤務（以下この条において「在宅勤務等」という。）を行う場所、在宅勤務等を命ぜられた日数そ

の他同項の職員たる要件を具備するかどうかの判断に必要な事項を確認するものとする。 

２ 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し在宅勤務等を行う場所等を明

らかにする書類の提出等を求めるものとする。 

（支給日等） 

第５条 在宅勤務等手当は、月の１日から末日までを計算期間とし、一の計算期間の分を次の計算期間における

給料の支給期日（職員等の給与の支給に関する規則（昭和27年鳥取県人事委員会規則第３号）第２条第１項に

規定する支給期日をいう。以下同じ。）までに支給する。ただし、給与条例第10条の３第１項に規定する勤務

をした日数の報告が遅れる場合等で給料の支給期日までに支給することができないときは、給料の支給期日後

において支給することができる。 

２ 前項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関しては、給料の支給方法に関する規定を準用する。 

（雑則） 

第６条 この規則に定めるもののほか、在宅勤務等手当に関し必要な事項は、人事委員会が定める。 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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任期付職員の採用等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子 

鳥取県人事委員会規則第９号 

任期付職員の採用等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

任期付職員の採用等に関する条例施行規則（平成14年鳥取県人事委員会規則第23号）の一部を次のように改正

する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

 （特定任期付職員業績手当） 

第４条 条例第７条第５項の特に顕著な業績を挙げた

かどうかは、同条第２項から第４項までの規定によ

り特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待

された業績に照らして判断するものとする。 

 

第５条 特定任期付職員業績手当は、12月１日（以下

「基準日」という。）に在職する特定任期付職員の

うち、特定任期付職員として採用された日から当該

基準日までの間（特定任期付職員業績手当の支給を

受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近

の当該特定任期付業績手当に係る基準日の翌日から

直近の基準日までの間）にその者の特定任期付職員

としての業績に関し特に顕著な業績を挙げたと認め

られるものに対し、当該基準日の属する月の期末手

当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和41年鳥取

県人事委員会規則第４号）第11条の規定による期末

手当の支給日に支給することができるものとする。 

 

（一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特

例） 

第４条 略 

 

（一般任期付職員の給料月額の決定等の特例） 

第５条 略 

 

（雑則） 

第６条 略 

 

（一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特

例） 

第６条 略 

 

（一般任期付職員の給料月額の決定等の特例） 

第７条 略 

 

（雑則） 

第８条 略 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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 退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月 31 日 

鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第10号 

退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則の一部を改正する規則 

 

 退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則（平成21年鳥取県人事委員会規則第28号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（委員の除斥） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する委員は、当該

事案に係る調査審議に関与することができない。 

(１) 条例第19条第４項、第20条第５項、第21条第

３項又は第22条第８項において準用する鳥取県行

政手続条例（平成６年鳥取県条例第34号。以下こ

の条において「準用行政手続条例」という。）第

15条第１項の規定による通知を受けた者（同条第

４項後段の規定により当該通知が到達したものと

みなされる者を含む。） 

(２)～(７) 略 

 

 

（委員の除斥） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する委員は、当該

事案に係る調査審議に関与することができない。 

(１) 条例第19条第４項、第20条第５項、第21条第

３項又は第22条第８項において準用する鳥取県行

政手続条例（平成６年鳥取県条例第34号。以下こ

の条において「準用行政手続条例」という。）第

15条第１項の規定による通知を受けた者（同条第

３項後段の規定により当該通知が到達したものと

みなされる者を含む。） 

(２)～(７) 略 

 

（意見陳述の機会の通知の方式） 

第６条 略 

２ 略 

３ 人事委員会は、当事者の所在が判明しない場合に

おいては、第１項の規定による通知を、公示の方法

によって行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

４ 前項の公示の方法による通知は、当事者の氏名、

第１項第３号及び第４号に掲げる事項並びに人事委

員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をいつ

でもその者に交付する旨（以下この項において「公

示事項」という。）を人事委員会が別に定める方法

により不特定多数の者が閲覧することができる状態

に置くとともに、公示事項が記載された書面を人事

委員会の事務所の掲示場に掲示し、又は公示事項を

当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示し

たものの閲覧をすることができる状態に置く措置を

（意見陳述の機会の通知の方式） 

第６条 略 

２ 略 

３ 人事委員会は、当事者の所在が判明しない場合に

おいては、第１項の規定による通知を、その者の氏

名、同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに人事

委員会が同項各号に掲げる事項を記載した書面をい

つでもその者に交付する旨を人事委員会の事務所の

掲示場に掲示することによって行うことができる。

この場合においては、掲示を始めた日から２週間を

経過したときに、当該通知がその者に到達したもの

とみなす。 
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とることによって行うものとする。この場合におい

ては、当該措置を開始した日から２週間を経過した

ときに、当該通知がその者に到達したものとみな

す。 

 

（意見陳述の機会の期日等の変更） 

第７条 人事委員会が前条第１項の通知をした場合

（同条第３項及び第４項の規定により通知をした場

合を含む。）において、当事者は、やむを得ない理

由がある場合には、人事委員会に対し、意見陳述の

機会の期日又は場所の変更を申し出ることができ

る。 

２・３ 略 

 

（意見陳述の機会の期日等の変更） 

第７条 人事委員会が前条第１項の通知をした場合

（同条第３項の規定により通知をした場合を含

む。）において、当事者は、やむを得ない理由があ

る場合には、人事委員会に対し、意見陳述の機会の

期日又は場所の変更を申し出ることができる。 

 

２・３ 略 

（代理人） 

第８条 第６条第１項の通知を受けた当事者（同条第

４項後段の規定により当該通知が到達したものとみ

なされる者を含む。）は、代理人を選任することが

できる。 

２～４ 略 

 

（代理人） 

第８条 第６条第１項の通知を受けた当事者（同条第

３項後段の規定により当該通知が到達したものとみ

なされる者を含む。）は、代理人を選任することが

できる。 

２～４ 略 

 

（続行期日の指定） 

第19条 略 

２ 略 

３ 第６条第３項及び第４項の規定は、前項本文の場

合において、当事者又は参加人の所在が判明しない

ときにおける通知の方法について準用する。この場

合において、同条第３項及び第４項中「当事者」と

あるのは「当事者又は参加人」と、同項中「とき」

とあるのは「とき（同一の当事者又は参加人に対す

る２回目以降の通知にあっては、当該措置を開始し

た日の翌日）」と読み替えるものとする。 

 

（続行期日の指定） 

第19条 略 

２ 略 

３ 第６条第３項の規定は、前項本文の場合におい

て、当事者又は参加人の所在が判明しないときにお

ける通知の方法について準用する。この場合におい

て、同条第３項中「当事者」とあるのは「当事者又

は参加人」と、「掲示を始めた日から２週間を経過

したとき」とあるのは「掲示を始めた日から２週間

を経過したとき（同一の当事者又は参加人に対する

２回目以降の通知にあっては、掲示を始めた日の翌

日）」と読み替えるものとする。 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、鳥取県立博物館の設置及び管理に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年鳥取県条例第

21号）第２条の規定の施行の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の退職手当の支給制限等の処分に係る調査審議に関する規則第６条第３項及び第４項（これらの規定

を同規則において準用する場合を含む。）の規定は、この規則の施行の日以後にする通知について適用し、同

日前にした通知については、なお従前の例による。 
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 職員等の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

                          鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第11号 

職員等の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 

 職員等の給与の支給に関する規則（昭和27年鳥取県人事委員会規則第３号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

附 則 

（施行期日） 

１ 略 

 

（令和６年改正条例附則第８項の人事委員会規則で定

める職員） 

２ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例

（令和６年鳥取県条例第47号）附則第８項に規定す

る人事委員会規則で定める職員は、給料表の適用を

受ける職員のうち第７条の３に規定する職員及び第

７条の４各号に掲げる職員以外の職員をいう。 

附 則 

 

１ 略 

 

 

 

２ 扶養親族届（様式第１号）、超過勤務、休日勤務

及び夜勤命令簿（様式第２号）は、これに相当する

従前の様式のものを保有している間これを使用する

ことができる。 

 

  

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第12号 

   職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則 

 

第１条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則（昭和32年鳥取県人事委員会規則第10号）の一部を次

のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（経験年数を有する者の号給の調整） 

第５条 新たに職員となった者（行政職給料表の適用

を受ける職員でその職務の級が８級以上であるもの

又は第12条の３に規定する職員となった者を除

く。）のうち経験年数を有する者の号給は、第３条

の２第１項の規定による号給（前条の規定の適用を

受ける者にあっては、同条の規定による号給)の号

数に、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数

（１未満の端数があるときは、これを切り捨てた

数）に４（新たに職員となった者が行政職給料表の

適用を受ける職員でその職務の級が６級以上である

もの又は第12条に規定する職員（以下「特定職員」

という。）であるときは、３）を乗じて得た数を加

えて得た数を号数とする号給（人事委員会が定める

者にあっては、当該号給の数に３を超えない範囲内

で人事委員会が定める数を加えて得た数を号数とす

る号給）とすることができる。 

(１)・(２) 略 

２・３ 略 

 

（経験年数を有する者の号給の調整） 

第５条 新たに職員となった者のうち経験年数を有す

る者の号給は、第３条の２第１項の規定による号給

（前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の

規定による号給）の号数に、次に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める数（１未満の端数があるとき

は、これを切り捨てた数）に４（新たに職員となっ

た者が行政職給料表の適用を受ける職員でその職務

の級が６級以上であるもの又は第12条に規定する職

員（以下「特定職員」という。）であるときは、

３）を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号

給（人事委員会が定める者にあっては、当該号給の

数に３を超えない範囲内で人事委員会が定める数を

加えて得た数を号数とする号給）とすることができ

る。 

 

 

(１)・(２) 略 

２・３ 略 

 

（初任層職員） 

第12条の２ 略 

 

（初任層職員） 

第12条の２ 略 

 

（行政職給料表の８級以上の職員に相当する職員） 

第12条の３ 給与条例第４条第７項第２号の行政職給

料表以外の各給料表の適用を受ける職員で行政職給

料表の職務の級が８級以上の職員に相当するものと

して人事委員会規則で定める職員は、次の各号に掲

げる給料表の適用を受ける職員の区分に応じ、その

職務の級が当該各号に定める級である職員とする。 

(１) 公安職給料表 ９級 

(２) 研究職給料表 ５級 

(３) 医療職給料表(１) ４級 
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別表第３の４（第２条の４関係） 

教育職給料表(１)級別資格基準表 

職種    １級 ２級 特２

級 

３級 ４級 

  

 略          

主 幹 教 諭

及 び 指 導

教諭 

大学卒     12 12   

短大卒     15 15   

 略          

備考 略 

 

別表第３の４（第２条の４関係） 

教育職給料表(１)級別資格基準表 

職種    １級 ２級 特２

級 

３級 ４級 

  

 略          

主幹教諭 

 

 

大学卒     12 12   

短大卒     15 15   

 略          

備考 略 

 

別表第３の５（第２条の４関係） 

教育職給料表(２)級別資格基準表 

職種    １級 ２級 特２

級 

３級 ４級 

  

 略          

主 幹 教 諭

及 び 指 導

教諭 

大学卒     ９ ９   

短大卒     12 12   

 略          

 備考 略 

別表第３の５（第２条の４関係） 

教育職給料表(２)級別資格基準表 

職種    １級 ２級 特２

級 

３級 ４級 

  

 略          

主幹教諭 

 

 

大学卒     ９ ９   

短大卒     12 12   

 略          

 備考 略 

 

別表第12（第３条の２関係） 

海事職給料表初任給基準表 

職種 学歴免許 初任給 

船長、機関長、一等航

海士、一等機関士、二

等航海士、二等機関

士、通信長、航海士

長、機関士長、漁業取

締専門員、航海士、機

関士及び通信士 

 略 

 

短大卒 

 

 

１級21号給 

 

高校卒 

 

１級11号給 

甲板長、操機長、司 

ちゅう長、冷凍長、甲

板員、操舵
だ

手、操機

手、機関員及び司ちゅ

う員 

大学卒 １級29号給 

短大卒 １級19号給 

高校卒 １級９号給 

  

別表第12（第３条の２関係） 

海事職給料表初任給基準表 

職種 学歴免許 初任給 

船長、機関長、一等航

海士、一等機関士、二

等航海士、二等機関

士、通信長、航海士

長、機関士長、漁業取

締専門員、航海士、機

関士及び通信士 

 略 

 

短大卒 

 

 

１級29号給 

 

高校卒 

 

 

１級19号給 

甲板長、操機長、司 

ちゅう長、冷凍長、甲

板員、操舵
だ

手、操機

手、機関員及び司ちゅ

う員 

大学卒 １級37号給 

短大卒 １級27号給 

高校卒 １級17号給 

  

別表第14（第12条の２関係） 

特定級号給表 

給料表 職務の級 号給 適用年数 

 略 

海事職給料

表 

１級 74号給  略 

 略 

別表第14（第12条の２関係） 

特定級号給表 

給料表 職務の級 号給 適用年数 

 略 

海事職給料

表 

１級 82号給  略 

 略  

学歴免許 

学歴免許 

職務の級 

学歴免許 

職務の級 

職務の級 

学歴免許 

職務の級 



  令和７年３月 31 日 月曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 37 号   

- 9 - 

    

別表第15（第12条の２、第13条関係） 

昇給号給数表 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

 略 

昇給抑制職員 ２ 以

上 

１ ０ ０ ０ 

行政職給料表８級

以上の職員等 

２ １ ０ ０ ０ 

備考 

１ 「一般特定職員」とは、特定職員のうち昇級

抑制職員及び行政職給料表８級以上の職員等以

外の職員をいう。 

２・３ 略 

４ 「行政職給料表８級以上の職員等」とは、行

政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級

が８級以上であるもの又は第12条の３に規定す

る職員をいう。 

別表第15（第12条の２、第13条関係） 

昇給号給数表 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ

 略 

昇給抑制職員 ２ 以

上 

１ ０ ０ ０ 

備考 

１ 「一般特定職員」とは、特定職員のうち昇級

抑制職員以外の職員をいう。 

 

２・３ 略 

第２条 職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を次のように改正する。 

別表第13を次のように改める。 

別表第13（第８条の４関係） 

   昇格時号給対応表 

ア 行政職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇 格 後 の 号 給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 

１ １ １ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ １ ２ 

３ １ １ １ １ １ １ １ ３ 

４ １ １ １ １ １ １ １ ４ 

５ １ １ １ １ １ １ １ ５ 

６ １ １ １ １ １ １ １ ５ 

７ １ １ １ １ １ １ １ ５ 

８ １ １ １ １ １ １ １ ５ 

９ １ １ １ １ １ １ １ ５ 

10 １ １ １ ２ １ １ １ 

11 １ １ １ ３ １ １ １ 

12 １ １ １ ４ １ １ １ 

13 １ １ １ ５ １ １ ２ 

14 １ １ １ ６ ２ １ ２ 

15 １ １ １ ７ ３ １ ２ 

16 １ １ １ ８ ４ １ ２ 

17 １ １ １ ９ ５ １ ２ 

昇級区分 

職員の区分 

昇級区分

職員の区分 
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18 １ １ １ 10 ６ ２ ３ 

19 １ １ １ 11 ７ ３ ３ 

20 １ １ １ 12 ８ ４ ３ 

21 １ １ １ 13 ９ ５ ３ 

22 １ ２ ２ 14 10 ５ ４ 

23 １ ３ ３ 15 11 ６ ４ 

24 １ ４ ４ 16 12 ６ ４ 

25 １ ５ ５ 17 13 ７ ４ 

26 １ ６ ６ 18 14 ７ ４ 

27 １ ７ ７ 19 15 ８ ４ 

28 １ ８ ８ 20 16 ８ ４ 

29 １ ９ ９ 21 17 ９ ５ 

30 １ 10 10 22 18 ９ ５ 

31 １ 11 11 23 19 10 ５ 

32 １ 12 12 24 20 10 ５ 

33 １ 13 13 25 21 11 ５ 

34 ２ 14 14 26 22 11 ５ 

35 ３ 15 15 27 23 12 ５ 

36 ４ 16 16 28 24 12 ５ 

37 ５ 17 17 29 25 13 ５ 

38 ６ 18 18 30 26 13 

39 ７ 19 19 31 27 13 

40 ８ 20 20 32 28 13 

41 ９ 21 21 33 29 14 

42 10 22 22 34 29 14   

43 11 23 23 35 30 14   

44 12 24 24 36 30 14   

45 13 25 25 37 31 15   

46 14 26 26 38 31 15   

47 15 27 27 39 32 15   

48 16 28 28 40 32 15   

49 17 29 29 41 33 15   

50 18 30 30 42 33 15   

51 19 31 31 43 34 15   

52 20 32 32 44 34 15   

53 21 33 33 45 35 15   

54 21 33 34 46 35 15     

55 22 34 35 47 36 15     

56 22 34 36 48 36 15     

57 23 35 37 49 37 15     

58 23 35 37 50 37 15     

59 24 36 37 51 38 15     

60 24 36 38 52 38 15     

61 25 37 38 53 38 15     
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62 25 38 38 54 38 15     

63 26 39 39 55 38 15     

64 26 40 39 56 38 15     

65 27 41 39 57 38 15     

66 27 41 40 58 38 16     

67 28 42 40 59 38 16     

68 28 42 40 60 38 16     

69 29 43 41 60 39 16     

70 29 43 41 60 39      

71 29 44 41 60 39      

72 30 44 42 60 39      

73 30 45 42 61 39      

74 30 45 42 61 39      

75 31 45 43 61 39      

76 31 45 43 61 39      

77 31 45 43 61 39      

78 32 46 44 62 39      

79 32 46 44 62 39      

80 32 46 44 62 39      

81 33 46 45 63 40      

82 33 46 45 64 40       

83 33 47 45 65 40       

84 34 47 45 66 40       

85 34 47 46 67 41       

86 34 47 46         

87 35 47 46         

88 35 48 46         

89 35 48 47         

90 36 48 47         

91 36 48 47         

92 36 48 47         

93 37 49 47         

94   49 47         

95   49 47           

96   49 48           

97   49 48           

98   50 48           

99   50 48           

100   50 48           

101   50 48           

102   50 48           

103   51 49           

104   51 49           

105   51 49           
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106   51 49           

107   51 49           

108   52 49           

109   52 49           

110   52 50           

111   52 50           

112   52 51           

113   52 51           

114   52            

115   52            

116   52            

117   53            

118   53             

119   53             

120   53             

121   53             

122   53             

123   53             

124   53             

125   53             

イ 公安職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇 格 後 の 号 給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級 ９級 

１ １ １ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ １ １ １ 

10 ２ １ １ １ ２ １ １ １ 

11 ３ １ １ １ ３ １ １ １ 

12 ４ １ １ １ ４ １ １ １ 

13 ５ １ １ １ ５ １ １ １ 

14 ６ ２ １ １ ６ ２ １ ２ 

15 ７ ３ １ １ ７ ３ １ ２ 

16 ８ ４ １ １ ８ ４ １ ２ 

17 ９ ５ １ １ ９ ５ １ ２ 

18 10 ６ １ １ 10 ６ ２ ３ 

19 11 ７ １ １ 11 ７ ３ ３ 

20 12 ８ １ １ 12 ８ ４ ３ 

21 13 ９ １ １ 13 ９ ５ ４ 
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22 14 10 ２ １ 14 10 ６ ４ 

23 15 11 ３ １ 15 11 ７ ４ 

24 16 12 ４ １ 16 12 ８ ４ 

25 17 13 ５ １ 17 13 ９ ４ 

26 18 14 ６ １ 18 14 10 ４ 

27 19 15 ７ １ 19 15 11 ４ 

28 20 16 ８ １ 20 16 12 ５ 

29 21 17 ９ １ 21 17 13 ５ 

30 22 18 10 ２ 22 18 14 ５ 

31 23 19 11 ３ 23 19 15 ５ 

32 24 20 12 ４ 24 20 16 ５ 

33 25 21 13 ５ 25 21 17 ５ 

34 26 22 14 ６ 26 22 18 ５ 

35 27 23 15 ７ 27 23 19 ５ 

36 28 24 16 ８ 28 24 20 ５ 

37 29 25 17 ９ 29 25 21 ５ 

38 30 26 18 10 30 26 22 ５ 

39 31 27 19 11 31 27 23 ５ 

40 32 28 20 12 32 28 24 ５ 

41 33 29 21 13 33 29 25 ５ 

42 34 30 22 14 34 30 25  

43 35 31 23 15 35 31 26  

44 36 32 24 16 36 32 26  

45 37 33 25 17 37 33 27  

46 38 34 26 18 38 34 27  

47 39 35 27 19 39 35 28  

48 40 36 28 20 40 36 28  

49 41 37 29 21 41 37 28  

50 42 38 30 22 42 37 28  

51 43 39 31 23 43 37 28  

52 44 40 32 24 44 38 28  

53 45 41 33 25 45 38 28  

54 46 42 34 26 46 38 28  

55 47 43 35 27 47 39 28  

56 48 44 36 28 48 39 28  

57 49 45 37 29 49 39 29  

58 50 46 38 30 50 40 29   

59 51 47 39 31 51 40 29   

60 52 48 40 32 52 40 29   

61 53 49 41 33 53 40 29   

62 54 50 42 34 54 40 29   

63 55 51 43 35 55 40 29   

64 56 52 44 36 56 40 29   

65 57 53 45 37 57 40 29   
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66 58 54 46 37 58 40 29   

67 59 55 47 38 59 40 29   

68 60 56 48 38 60 41 30   

69 61 57 49 39 60 41 30   

70 62 58 49 39 60 41    

71 63 59 50 40 61 41    

72 64 60 50 40 62 41    

73 65 61 51 41 63 41    

74 66 62 51 42 64 41    

75 67 63 52 43 65 41    

76 68 64 52 44 66 41    

77 69 65 53 45 67 41    

78 69 66 54 46  41    

79 70 67 55 47  41    

80 70 68 56 48  42    

81 71 69 57 49  42    

82 71 70 58 49  42     

83 72 71 59 50  43     

84 72 72 60 50  43     

85 73 73 61 51  43     

86 74 74 62 51        

87 75 75 63 52        

88 76 76 64 52        

89 77 77 65 53        

90 78 78 66 53        

91 79 79 67 53        

92 80 80 68 54        

93 81 81 69 54        

94 82 82 70 54         

95 83 83 71 55         

96 84 84 72 55         

97 85 85 73 55         

98 86 86 74 56         

99 87 87 75 56         

100 88 88 76 56         

101 89 89 77 57         

102 90 89 78 58         

103 91 90 79 59         

104 92 90 80 60         

105 93 91 81 60         

106 93 91 82 60         

107 93 92 83 60         

108 94 92 84 60         

109 94 93 85 60         
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110 94 94 85 60         

111 95 95 86 60         

112 95 96 86 60         

113 95 97 87 61         

114 96 98 87 61         

115 96 99 88 61         

116 96 100 88 61         

117 97 101 89 61         

118 97 101 89 61         

119 98 101 90 61         

120 98 102 90 61         

121 99 102 91 61         

122 99 102 91          

123 100 103 92          

124 100 103 92          

125 101 103 92          

126   104 92           

127   104 92           

128   104 92           

129   105 92           

130   105 92           

131   105 92           

132   106 92           

133   106 93           

134   106 93           

135   107 93           

136   107 93           

137   107 93           

138   108 94           

139   108 95           

140   108 96           

141   109 96           

142   109 97           

143   110 98           

144   110 99           

145   111 100           

ウ 教育職給料表(１)昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇 格 後 の 号 給 

２ 級 特２級 ３ 級 ４ 級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 
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６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

10 １ １ １ １ 

11 １ １ １ １ 

12 １ １ １ １ 

13 １ １ １ １ 

14 １ １ １ １ 

15 １ １ １ １ 

16 １ １ １ １ 

17 １ １ １ １ 

18 １ １ １ １ 

19 １ １ １ １ 

20 １ １ １ １ 

21 １ １ １ １ 

22 ２ １ １ １ 

23 ３ １ １ １ 

24 ４ １ １ １ 

25 ５ １ １ １ 

26 ６ １ １ １ 

27 ７ １ １ １ 

28 ８ １ １ １ 

29 ９ １ １ １ 

30 10 １ １ １ 

31 11 １ １ １ 

32 12 １ １ １ 

33 13 １ １ １ 

34 14 １ １ １ 

35 15 １ １ １ 

36 16 １ １ １ 

37 17 １ １ １ 

38 18 １ １ １ 

39 19 １ １ １ 

40 20 １ １ １ 

41 21 １ １ １ 

42 22 １ １ ２ 

43 23 ２ １ ３ 

44 24 ３ １ ４ 

45 25 ４ １ ５ 

46 25 ５ １ ６ 

47 26 ６ １ ７ 

48 26 ７ １ ８ 

49 27 ８ １ ９ 
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50 27 ９ １ ９ 

51 28 10 １ 10 

52 28 11 １ 10 

53 29 12 １ 11 

54 29 13 １ 11 

55 30 14 １ 12 

56 30 14 １ 12 

57 31 15 １ 13 

58 31 16 １ 13 

59 32 17 １ 14 

60 32 18 １ 14 

61 33 19 １ 15 

62 33 20 １ 15 

63 34 21 １ 16 

64 34 22 １ 16 

65 35 23 １ 17 

66 35 24 １ 17 

67 36 25 １ 17 

68 36 26 １ 18 

69 37 27 １ 18 

70 37 28 １ 18 

71 38 29 １ 19 

72 38 30 １ 19 

73 39 31 １ 19 

74 39 32 ２  

75 40 33 ３  

76 40 34 ４  

77 41 35 ５  

78 41 36 ６  

79 42 37 ７  

80 42 38 ８  

81 43 39 ９  

82 43 40 10  

83 44 41 11  

84 44 42 12  

85 45 43 13  

86 45 44 14  

87 46 45 15  

88 46 46 16  

89 47 47 17  

90 47 47 18  

91 48 48 19   

92 48 49 20   

93 49 50 21   
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94 49 51 22   

95 50 52 23   

96 50 52 24   

97 51 53 25   

98 51 54 26   

99 52 55 27   

100 52 56 28   

101 53 57 29   

102 53 57 30   

103 54 58 31   

104 54 58 32   

105 55 59 33   

106 55 60 34   

107 56 61 35   

108 56 62 36   

109 57 62 37   

110 57 63 37   

111 57 64 38   

112 57 64 38   

113 58 65 39   

114 58 65 39   

115 58 66 40   

116 58 66 40   

117 59 66 41   

118 59 67 41   

119 59 67 41   

120 59 67 41   

121 60 68 41   

122 60 68 41   

123 60 68 41   

124 60 68 41   

125 61 68 41   

126 61 69 41   

127 61 69 41   

128 61 69 41   

129 61 69 42   

130 61 69 42   

131 62 70 42   

132 62 70 42   

133 62 70 42   

134 62 70 42   

135 62 70 42   

136 62 71 42   

137 63 71 42   



  令和７年３月 31 日 月曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 37 号   

- 19 - 

138 63       

139 63       

140 63       

141 63       

142 63       

143 64       

144 64       

145 64       

146 64       

147 64       

148 64       

149 65       

150 65       

151 66       

152 66       

153 67       

備考 この表の昇格後の号給の３級欄に定める号給は、職務の級２級から３級へ昇格させた場合の号給であ

り、職務の級特２級から３級へ昇格させた場合の号給は、人事委員会が別に定める。 

エ 教育職給料表(２)昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇 格 後 の 号 給 

２ 級 特２級 ３ 級 ４ 級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

10 ２ １ １ １ 

11 ３ １ １ １ 

12 ４ １ １ １ 

13 ５ １ １ １ 

14 ６ １ １ １ 

15 ７ １ １ １ 

16 ８ １ １ １ 

17 ９ １ １ １ 

18 10 １ １ １ 

19 11 １ １ １ 

20 12 １ １ １ 

21 13 １ １ １ 

22 14 １ １ １ 

23 15 １ １ １ 
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24 16 １ １ １ 

25 17 １ １ １ 

26 18 １ １ １ 

27 19 １ １ １ 

28 20 １ １ １ 

29 21 １ １ １ 

30 22 １ １ １ 

31 23 １ １ １ 

32 24 １ １ １ 

33 25 １ １ １ 

34 26 １ １ １ 

35 27 １ １ １ 

36 28 １ １ １ 

37 29 １ １ １ 

38 30 １ １ １ 

39 31 １ １ １ 

40 32 １ １ １ 

41 33 １ １ １ 

42 34 １ １ １ 

43 35 １ １ １ 

44 36 １ １ １ 

45 37 １ １ １ 

46 37 １ １ １ 

47 38 １ １ １ 

48 38 １ １ １ 

49 39 １ １ １ 

50 39 １ １ １ 

51 40 １ １ １ 

52 40 １ １ １ 

53 41 １ １ １ 

54 41 １ １ １ 

55 42 １ １ １ 

56 42 ２ １ １ 

57 43 ３ １ １ 

58 43 ４ １ １ 

59 44 ５ １ １ 

60 44 ６ １ １ 

61 45 ７ １ １ 

62 45 ８ １ ２ 

63 46 ９ １ ３ 

64 46 10 １ ４ 

65 47 11 １ ４ 

66 47 12 ２ ４ 

67 48 13 ３ ４ 



  令和７年３月 31 日 月曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 37 号   

- 21 - 

68 48 14 ４ ４ 

69 49 15 ５ ５ 

70 49 16 ６ ５ 

71 50 17 ７ ５ 

72 50 18 ８ ５ 

73 51 19 ９ ５ 

74 51 20 10 ６ 

75 52 21 11 ６ 

76 52 22 12 ６ 

77 53 23 13 ６ 

78 53 24 14 ６ 

79 53 25 15 ７ 

80 54 26 16 ７ 

81 54 27 17 ７ 

82 54 28 18 ７ 

83 55 29 19 ７ 

84 55 30 20 ８ 

85 55 31 21 ８ 

86 56 32 22 ８ 

87 56 33 23 ８ 

88 56 34 24 ８ 

89 57 35 25 ９ 

90 57 36 26 ９ 

91 58 37 27 ９ 

92 58 38 28 ９ 

93 59 39 29 ９ 

94 59 40 30  

95 60 41 31  

96 60 42 32  

97 61 43 33  

98 61 44 34  

99 61 44 35  

100 61 45 36  

101 62 46 37  

102 62 47 38  

103 62 47 39  

104 62 48 40  

105 63 49 41  

106 63 49 42   

107 63 50 43   

108 63 51 44   

109 64 52 45   

110 64 53 46   

111 64 54 47   
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112 64 55 48   

113 65 55 49   

114 65 56 50   

115 65 57 51   

116 65 58 52   

117 66 58 53   

118 66 59 54   

119 66 60 55   

120 66 60 56   

121 67 61 57   

122 67 62 57   

123 67 62 58   

124 67 63 58   

125 68 64 59   

126   64 59   

127   65 60   

128   65 60   

129   66 61   

130   67 61   

131   67 61   

132   68 61   

133   68 61   

134   68 61   

135   69 61   

136   69 61   

137   69 61   

138   69 62   

139   70 62   

140   70 62   

141   71 62   

142   71 62   

143   71 62   

144   72 62   

145   72 62   

146   72 62   

147   73 63   

148   73 63   

149   73 63   

備考 この表の昇格後の号給の３級欄に定める号給は、職務の級２級から３級へ昇格させた場合の号給であ

り、職務の級特２級から３級へ昇格させた場合の号給は、人事委員会が別に定める。 

オ 研究職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇 格 後 の 号 給 

２級 ３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ １ 
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２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

10 １ １ １ １ 

11 １ １ １ １ 

12 １ １ １ １ 

13 １ １ １ ２ 

14 １ １ １ ２ 

15 １ １ １ ２ 

16 １ １ １ ２ 

17 １ １ １ ２ 

18 １ １ １ ２ 

19 １ １ １ ２ 

20 １ １ １ ３ 

21 １ １ １ ３ 

22 １ １ １ ３ 

23 １ １ １ ３ 

24 １ １ １ ３ 

25 １ １ １ ３ 

26 ２ １ ２ ３ 

27 ３ １ ３ ４ 

28 ４ １ ４ ４ 

29 ５ １ ５ ４ 

30 ６ １ ６ ４ 

31 ７ １ ７ ４ 

32 ８ １ ８ ４ 

33 ９ １ ９ ４ 

34 10 １ 10 ５ 

35 11 １ 11 ５ 

36 12 １ 12 ５ 

37 13 １ 13 ５ 

38 14 １ 13 ５ 

39 15 １ 14 ５ 

40 16 １ 14 ５ 

41 17 １ 15 ６ 

42 17 ２ 15 ６ 

43 18 ３ 16 ６ 

44 18 ４ 16 ６ 

45 19 ５ 17 ６ 



  令和７年３月 31 日 月曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 37 号   

- 24 - 

46 19 ６ 18 ６ 

47 20 ７ 19 ６ 

48 20 ８ 20 ６ 

49 21 ９ 21 ６ 

50 22 ９ 22 ７ 

51 23 10 23 ７ 

52 24 11 23 ７ 

53 25 11 23 ７ 

54 25 12 24 ７ 

55 26 13 25 ７ 

56 26 14 26 ７ 

57 27 15 26 ７ 

58 27 16 26 ７ 

59 28 17 26 ７ 

60 28 17 27 ７ 

61 29 18 27 ７ 

62 29 19 27 ７ 

63 29 20 28 ７ 

64 30 21 28 ７ 

65 30 22 28 ７ 

66 30 23 29  

67 31 24 29  

68 31 24 29  

69 31 25 30  

70 32 25 30  

71 32 25 30  

72 32 26 31  

73 33 26 31  

74 33 26 31  

75 34 27 31  

76 34 27 31  

77 35 27 31  

78 35 28 31  

79 36 28 31  

80 36 28 31  

81 37 29 31  

82 37 29 31   

83 38 29 32   

84 38 30 32   

85 39 30 32   

86 39 30 33   

87 40 31 33   

88 40 31 33   

89 41 31 34   
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90 41 32 34   

91 42 32 34   

92 42 32 35   

93 43 33 35   

94 43 33    

95 44 33    

96 44 33    

97 45 34    

98 46 34    

99 47 34    

100 48 34    

101 49 35    

102 50 35     

103 50 35     

104 51 35     

105 51 35     

106 51 35     

107 51 35     

108 52 35     

109 52 35     

110 52 35     

111 52 35     

112 52 36     

113 52 36     

114 53 36     

115 53 36     

116 53 36     

117 53 36     

118 53 36     

119 54 36     

120 54 36     

121 54 36     

122 55       

123 55       

124 55       

125 55       

126 56       

127 56       

128 56       

129 57       

130 57       

131 57       

132 57       

133 58       
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134 58       

135 58       

136 58       

137 59       

138 59       

139 59       

140 59       

141 59       

142 59       

143 60       

144 60       

145 60       

146 60       

147 60       

148 60       

149 61       

150 61       

151 61       

152 61       

カ 医療職給料表(１)昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受けて

いた号給 

昇 格 後 の 号 給 

２級 ３級 ４級 

１ １ １ １ 

２ １ １ １ 

３ １ １ １ 

４ １ １ １ 

５ １ １ １ 

６ １ １ １ 

７ １ １ １ 

８ １ １ １ 

９ １ １ １ 

10 １ １ １ 

11 １ １ １ 

12 １ １ １ 

13 １ １ １ 

14 １ １ １ 

15 １ １ １ 

16 １ １ １ 

17 １ １ １ 

18 １ １ １ 

19 １ １ １ 

20 １ １ １ 

21 １ １ １ 

22 １ ２ １ 
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23 １ ３ １ 

24 １ ４ ２ 

25 １ ５ ２ 

26 １ ６ ２ 

27 １ ７ ３ 

28 １ ８ ３ 

29 １ ９ ３ 

30 １ 10 ３ 

31 １ 11 ４ 

32 １ 12 ４ 

33 １ 13 ４ 

34 ２ 14 ５ 

35 ３ 15 ５ 

36 ４ 16 ５ 

37 ５ 17 ５ 

38 ６ 18 ５ 

39 ７ 19 ５ 

40 ８ 20 ５ 

41 ９ 21 ５ 

42 10 21 ５ 

43 11 22 ５ 

44 12 22 ５ 

45 13 23 ５ 

46 13 23 ５ 

47 13 24 ５ 

48 14 24 ５ 

49 14 25 ５ 

50 14 25 ５ 

51 14 26 ５ 

52 15 26 ５ 

53 15 27 ５ 

54 15 27 ５ 

55 15 28 ５ 

56 16 28 ５ 

57 16 29 ５ 

58 16 29 ５ 

59 16 29 ５ 

60 17 30 ５ 

61 17 30 ５ 

62 17 30 ５ 

63 18 31 ５ 

64 18 31 ５ 

65 19 31 ５ 

66   32  
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67   32  

68   32  

69   32  

70   32  

71   33  

72   33  

73   33  

キ 医療職給料表(２)昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に

受けていた号給 

昇 格 後 の 号 給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

１ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ １ 

10 １ １ １ １ １ １ 

11 １ １ １ １ １ １ 

12 １ １ １ １ １ １ 

13 １ １ １ １ １ １ 

14 １ １ ２ １ １ １ 

15 １ １ ３ １ １ １ 

16 １ １ ４ １ １ １ 

17 １ １ ５ １ １ １ 

18 １ １ ６ １ １ １ 

19 １ １ ７ １ １ １ 

20 １ １ ８ １ １ １ 

21 １ １ ９ １ １ １ 

22 ２ ２ 10 ２ ２ ２ 

23 ３ ３ 11 ３ ３ ３ 

24 ４ ４ 12 ４ ４ ４ 

25 ５ ５ 13 ５ ５ ５ 

26 ６ ６ 14 ６ ６ ５ 

27 ７ ７ 15 ７ ７ ６ 

28 ８ ８ 16 ８ ８ ６ 

29 ９ ９ 17 ９ ９ ７ 

30 10 10 18 10 10 ７ 

31 11 11 19 11 11 ８ 

32 12 12 20 12 12 ８ 

33 13 13 21 13 13 ９ 

34 14 14 22 14 14 ９ 



  令和７年３月 31 日 月曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 37 号   

- 29 - 

35 15 15 23 15 15 ９ 

36 16 16 24 16 16 ９ 

37 17 17 25 17 17 ９ 

38 18 18 26 18 18 ９ 

39 19 19 27 19 19 10 

40 20 20 28 20 20 10 

41 21 21 29 21 21 10 

42 22 22 30 22 21 10 

43 23 23 31 23 21 10 

44 24 24 32 24 22 10 

45 25 25 33 25 22 11 

46 25 26 34 25 22 11 

47 26 27 35 26 23 11 

48 26 28 36 26 23 11 

49 27 29 37 27 23 11 

50 27 30 38 27 24 11 

51 28 31 39 28 24 12 

52 28 32 40 28 24 12 

53 29 33 41 29 25 12 

54 29 34 42 29 25  

55 30 35 43 30 26  

56 30 36 44 30 26  

57 31 37 45 31 27  

58 31 38 46 31 27  

59 32 39 47 32 28  

60 32 40 48 32 28  

61 33 41 49 33 28  

62 33 42 50 33 28  

63 34 43 51 33 28  

64 34 44 52 34 29  

65 35 45 53 34 29  

66 35 46 54 34 29   

67 36 47 55 35 29   

68 36 48 56 35 29   

69 37 49 57 35 30   

70 37 49 57 36 30   

71 38 50 58 36 30   

72 38 50 58 36 30   

73 39 51 59 37 30   

74 39 51 59 37 31   

75 40 52 60 37 31   

76 40 52 60 37 31   

77 41 53 61 38 31   

78 41 53 61 38    
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79 41 53 62 38    

80 42 54 62 38    

81 42 54 63 39    

82 42 54 63 39    

83 43 55 64 39    

84 43 55 64 39    

85 43 55 65 39    

86   56 66 40     

87   56 67 40     

88   56 68 40     

89   56 69 40     

90   56 69 40     

91   57 70 41     

92   57 70 41     

93   57 70 41     

94   57 70 41     

95   57 70 41     

96   58 70 42     

97   58 70 42     

98   58 70 42     

99   58 70 42     

100   58 70 42     

101   59 70 43     

102   59 70 43     

103   59 70 43     

104   59 70 43     

105   59 70 43     

106     70      

107     70      

108     70      

109     70      

110     71      

111     71      

112     71      

113     71       

114     71       

115     71       

116     71       

117     71       

118     72       

119     72       

120     73       

121     74       

 ク 医療職給料表(３)昇格時号給対応表 
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昇格した日の前日に

受けていた号給 

昇 格 後 の 号 給 

２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 

１ １ １ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ １ １ 

10 １ １ １ １ １ １ 

11 １ １ １ １ １ １ 

12 １ １ １ １ １ １ 

13 １ １ １ １ １ １ 

14 １ １ ２ １ １ １ 

15 １ １ ３ １ １ １ 

16 １ １ ４ １ １ １ 

17 １ １ ５ １ １ １ 

18 ２ １ ６ １ １ １ 

19 ３ １ ７ １ １ １ 

20 ４ １ ８ １ １ １ 

21 ５ １ ９ １ １ １ 

22 ６ １ 10 ２ １ ２ 

23 ７ １ 11 ３ １ ３ 

24 ８ １ 12 ４ １ ４ 

25 ９ １ 13 ５ １ ５ 

26 10 １ 14 ６ ２ ６ 

27 11 １ 15 ７ ３ ７ 

28 12 １ 16 ８ ４ ８ 

29 13 １ 17 ９ ５ ９ 

30 14 ２ 18 10 ６ 10 

31 15 ３ 19 11 ７ 11 

32 16 ４ 20 12 ８ 12 

33 17 ５ 21 13 ９ 13 

34 18 ６ 22 14 10 14 

35 19 ７ 23 15 11 15 

36 20 ８ 24 16 12 16 

37 21 ９ 25 17 13 17 

38 22 10 26 18 14 18 

39 23 11 27 19 15 19 

40 24 12 28 20 16 20 

41 25 13 29 21 17 20 

42 26 14 30 22 17 20 
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43 27 15 31 23 18 20 

44 28 16 32 24 18 20 

45 29 17 33 25 19 21 

46 30 18 34 26 19 21 

47 31 19 35 27 20 21 

48 32 20 36 28 20 21 

49 33 21 37 29 21 21 

50 34 22 38 30 21 22 

51 35 23 39 31 22 22 

52 36 24 40 32 22 22 

53 37 25 41 33 23 22 

54 38 26 42 34 23 22 

55 39 27 43 35 24 23 

56 40 28 44 36 24 23 

57 41 29 45 37 25 23 

58 41 30 46 38 25  

59 42 31 47 39 26  

60 42 32 48 40 26  

61 43 33 49 41 27  

62 43 34 50 42 27  

63 44 35 51 43 28  

64 44 36 52 44 28  

65 45 37 53 45 29  

66 46 38 54 45 29  

67 47 39 55 46 29  

68 48 40 56 46 29  

69 49 41 57 47 29  

70 50 42 58 47 29  

71 51 43 59 48 30   

72 52 44 60 48 30   

73 53 45 61 49 30   

74 54 46 62 50 30   

75 55 47 63 51 30   

76 56 48 64 52 30   

77 57 49 65 53 31   

78 58 50 66 53 31   

79 59 51 67 54 31   

80 60 52 68 54 31   

81 61 53 69 55 31   

82 62 54 70 55 31   

83 63 55 71 56 32   

84 64 56 72 56 32   

85 65 57 73 57 32   

86 65 58 74 57    
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87 66 59 75 58    

88 66 60 76 58    

89 67 61 77 59    

90 67 62 78 59    

91 68 63 79 60    

92 68 64 80 60    

93 69 65 81 60    

94 70 66 81 60     

95 71 67 82 61     

96 72 68 82 61     

97 73 69 83 61     

98 74 70 83 61     

99 75 71 84 62     

100 76 72 84 62     

101 77 73 85 62     

102 77 74 86 62     

103 78 75 87 63     

104 78 76 88 63     

105 79 77 88 63     

106 79 77 88 63     

107 80 77 89 64     

108 80 78 89 64     

109 81 78 89 65     

110 81 78 90      

111 81 79 90      

112 81 79 90      

113 81 79 91      

114 82 80 91      

115 82 80 91       

116 82 80 92       

117 82 81 92       

118 82 81 92       

119 83 81 93       

120 83 81 93       

121 83 82 93       

122 83 82 94       

123 83 82 95       

124 84 82 96       

125 84 83 97       

126 84 83        

127 84 83        

128 84 83        

129 85 84        

130 85 84        
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131 85 84        

132 86 84         

133 86 85         

134 86 85         

135 87 85         

136 87 86         

137 87 86         

138 88 86         

139 88 86         

140 88 86         

141 89 87         

142 89 87         

143 89 87         

144 89 87         

145 90 87         

146 90 88         

147 90 88         

148 90 88         

149 91 88         

150 91 88         

151 91 89         

152 91 89         

153 92 89         

154 92 90         

155 92 90         

156 92 91         

157 93 91         

ケ 海事職給料表昇格時号給対応表 

昇格した日の前日に受

けていた号給 

昇 格 後 の 号 給 

２級 ３級 ４級 ５級 

１ １ １ １ １ 

２ １ １ １ １ 

３ １ １ １ １ 

４ １ １ １ １ 

５ １ １ １ １ 

６ １ １ １ １ 

７ １ １ １ １ 

８ １ １ １ １ 

９ １ １ １ １ 

10 １ １ １ １ 

11 １ １ １ １ 

12 １ １ １ １ 

13 １ １ １ １ 

14 １ １ １ １ 
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15 １ １ １ １ 

16 １ １ １ １ 

17 １ １ １ １ 

18 １ １ １ ２ 

19 １ １ １ ３ 

20 １ １ １ ４ 

21 １ １ １ ５ 

22 １ １ ２ ６ 

23 １ １ ３ ７ 

24 １ １ ４ ８ 

25 １ １ ５ ９ 

26 １ ２ ６ 10 

27 １ ３ ７ 11 

28 １ ４ ８ 12 

29 １ ５ ９ 13 

30 ２ ６ ９ 14 

31 ３ ７ 10 15 

32 ４ ８ 10 16 

33 ５ ９ 11 17 

34 ６ 10 11 18 

35 ７ 11 12 19 

36 ８ 12 12 20 

37 ９ 13 13 21 

38 10 13 13 22 

39 11 14 14 23 

40 12 14 14 24 

41 13 15 15 25 

42 14 15 15 25 

43 15 16 16 25 

44 16 16 16 25 

45 17 17 17 26 

46 18 17 18 26 

47 19 18 19 26 

48 20 18 20 26 

49 21 19 21 27 

50 21 19 21 27 

51 22 20 22 27 

52 22 20 22 27 

53 23 21 23 28 

54 23 21 23 28 

55 24 21 24 28 

56 24 22 24 28 

57 25 22 25 29 

58 25 22 25 29 
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59 26 23 25 30 

60 26 23 25 30 

61 27 23 26 31 

62 27 24 26 31 

63 28 24 26 32 

64 28 24 26 32 

65 29 25 27 32 

66 30 25 27 32 

67 31 26 27 32 

68 32 26 27 33 

69 33 27 28 33 

70 34 27 28 33 

71 35 28 28 33 

72 36 28 28 33 

73 37 29 29 34 

74 38 29 29 34 

75 39 29 29 34 

76 40 30 29 34 

77 41 30 30 34 

78 41 30 30 35 

79 42 31 30 35 

80 42 31 30 35 

81 43 31 30 36 

82 43 32 30  

83 44 32 31  

84 44 32 31  

85 45 33 31  

86 46 33 31  

87 47 33 31  

88 48 33 31  

89 49 34 32  

90 49 34 32   

91 49 34 32   

92 49 34 32   

93 50 35 32   

94 50 35 32   

95 50 35 33   

96 50 35 33   

97 51 35 33   

98 51 35    

99 51 35    

100 51 35    

101 52 36    

102 52 36     
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103 52 36     

104 52 36     

105 53 36     

106 53 36     

107 53 36     

108 54 36     

109 54 37     

110 54 37     

111 55 38     

112 55 38     

113 55 39     

114 56       

115 56       

116 56       

117 57       

118 57       

119 58       

120 58       

121 59       

122        

123        

124        

125        

126        

127        

128        

129        

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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 通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

                          鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第13号 

通勤手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 

 通勤手当の支給に関する規則（昭和33年鳥取県人事委員会規則第21号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改  正 前 

 

（届出） 

第３条 職員は、新たに給与条例第10条第１項の職

員たる要件を具備するに至った場合には、人事委

員会が定める様式の通勤届によりその通勤の実情

を速やかに任命権者（委任を受けた者を含む。以

下同じ。）に届け出なければならない。同項の職

員が次の各号のいずれかに該当する場合について

も同様とする。 

 

(１) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更

し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更

があった場合 

(２) 第９条の８第１項第２号又は第３号の職員

たる要件を欠くに至った場合 

 

（支給単位期間） 

第５条の３ 略  

２ 前項第１号に掲げる普通交通機関等、特別急行

列車又は高速自動車国道等について、次の各号の

いずれかに掲げる事由（第10条の２第１項各号に

掲げる事由に該当する事由に限る。）が前項第１

号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ず

ることが当該期間に係る最初の月の初日において

明らかである場合には、当該事由が生ずることと

なる日の属する月（その日が月の初日である場合

にあっては、その日の属する月の前月）までの期

間について、同項の規定にかかわらず、同項の規

定に準じて支給単位期間（給与条例第10条第２項

第１号に規定する支給単位期間をいう。以下同

じ。）を定めることができる。 

(１) 略  

(２) 次のいずれかに該当して通勤しないことと

なること。 

ア～ケ 略 

コ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派

 

（届出） 

第３条 職員は、新たに給与条例第10条第１項の職

員たる要件を具備するに至った場合には、人事委

員会が定める様式の通勤届によりその通勤の実情

を速やかに任命権者（委任を受けた者を含む。以

下同じ。）に届け出なければならない。同項の職

員が住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、

又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があっ

た場合についても同様とする。 

 

 

 

 

 

 

（支給単位期間） 

第５条の３ 略  

２ 前項第１号に掲げる普通交通機関等、特別急行

列車又は高速自動車国道等について、次の各号の

いずれかに掲げる事由（第10条の２第１項各号に

掲げる事由に該当する事由に限る。）が前項第１

号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ず

ることが当該期間に係る最初の月の初日において

明らかである場合には、当該事由が生ずることと

なる日の属する月（その日が月の初日である場合

にあっては、その日の属する月の前月）までの期

間について、同項の規定にかかわらず、同項の規

定に準じて支給単位期間（給与条例第10条第２項

第１号に規定する支給単位期間をいう。以下同

じ。）を定めることができる。 

(１) 略  

(２) 次のいずれかに該当して通勤しないことと

なること。 

ア～ケ 略 

コ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派
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遣等に関する法律（平成12年法律第50号。以

下「公益的法人等派遣法」という。）第10条

第１項の規定による退職し引き続いての公益

的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人

への在職（以下「退職派遣」という。）をす

ること。 

(３)～(５) 略 

 

第８条 給与条例第10条第２項第１号に規定する運

賃等相当額（以下「運賃等相当額」という。）

は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に

掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に

定める額（その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）とする。 

(１) 略 

 (２) 回数乗車券等を使用することが最も経済的

かつ合理的であると認められる普通交通機関等  

次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれに定め

る額 

 

ア 交替制勤務に従事する職員等 回数乗車券

等の１月当たりの平均通勤所要回数分の運賃

等の額 

イ 給与条例第10条の３の規定により在宅勤務

等手当の支給を受ける職員 回数乗車券等の

人事委員会が別に定める回数分の運賃等の額 

ウ その他の職員 回数乗車券等の通勤21回分

の運賃等の額 

(３) 略 

２ 略 

 

（併用者の区分及び支給額） 

第９条 給与条例第10条第２項第４号に規定する同

条第１項第３号に掲げる職員の区分及びこれに対

応する同条第２項第４号に規定する通勤手当の額

は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 給与条例第10条第１項第３号に掲げる職員

（普通交通機関等を利用しなければ通勤するこ

とが著しく困難である職員以外の職員であっ

て、その利用する普通交通機関等が通常徒歩に

よることを例とする距離内においてのみ利用し

ているものであるものを除く。）のうち、自動

車等の使用距離が片道２キロメートル以上であ

る職員及び自動車等の使用距離が片道２キロ

メートル未満であるが自動車等を使用しなけれ

遣等に関する法律（平成12年法律第50号。以

下「公益的法人等派遣法」という。）第10条

第１項の規定による退職し引き続いての公益

的法人等派遣条例第10条に規定する特定法人

（以下「特定法人」という。）への在職（以

下「退職派遣」という。）をすること。 

(３)～(５) 略 

 

第８条 給与条例第10条第２項第１号に規定する運

賃等相当額（以下「運賃等相当額」という。）

は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に

掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に

定める額（その額に１円未満の端数があるとき

は、その端数を切り捨てた額）とする。 

(１) 略 

(２) 回数乗車券等を使用することが最も経済的

かつ合理的であると認められる普通交通機関等 

当該回数乗車券等の通勤21回分（交替制勤務に従

事する職員等にあっては、１月当たりの平均通勤

所要回数分）の運賃等の額 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 略 

２ 略 

 

（併用者の区分及び支給額） 

第９条 給与条例第10条第２項第４号に規定する同

条第１項第３号に掲げる職員の区分及びこれに対

応する同条第２項第４号に規定する通勤手当の額

は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 給与条例第10条第１項第３号に掲げる職員

（普通交通機関等を利用しなければ通勤するこ

とが著しく困難である職員以外の職員であっ

て、その利用する普通交通機関等が通常徒歩に

よることを例とする距離内においてのみ利用し

ているものであるものを除く。）のうち、自動

車等の使用距離が片道２キロメートル以上であ

る職員及び自動車等の使用距離が片道２キロ

メートル未満であるが自動車等を使用しなけれ
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ば通勤することが著しく困難である職員 同条

第２項第１号及び第２号に定める額 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 給与条例第10条第１項第３号に掲げる職員

のうち、運賃等相当額をその支給単位期間の月

数で除して得た額（普通交通機関等が２以上あ

る場合においては、その合計額。以下「１月当

たりの運賃等相当額等」という。）が同条第２

項第２号に定める額以上である職員（前号に掲

げる職員を除く。） 同項第１号に定める額 

 

(３) 略 

ば通勤することが著しく困難である職員 同条

第２項第１号及び第２号に定める額（同項第１

号に規定する１月当たりの運賃等相当額（以下

「１月当たりの運賃等相当額」という。）及び

同項第２号に定める額の合計額が５万5,000円を

超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単

位期間のうち最も長い支給単位期間につき、５

万5,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得

た額） 

(２) 給与条例第10条第１項第３号に掲げる職員

のうち、１月当たりの運賃等相当額（２以上の

普通交通機関等を利用するものとして通勤手当

を支給される場合にあっては、その合計額。以

下「１月当たりの運賃等相当額等」という。）

が同条第２項第２号に定める額以上である職員

（前号に掲げる職員を除く。） 同項第１号に

定める額 

(３) 略 

 

（給与条例第10条第４項の人事委員会規則で定める

職員） 

第９条の４ 略 

２ 給与条例第10条第４項第２号の任用の事情等を

考慮して人事委員会規則で定める職員は、次に掲

げる職員で、高速自動車国道等を利用しないで通

勤するものとした場合における通勤距離が60キロ

メートル以上若しくは通勤時間が90分以上である

もの（高速自動車国道等の利用により通勤事情の

改善が認められるものに限る。）又は交通事情等

に照らして通勤が困難であると人事委員会が認め

るものとする。 

 

 (１) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移

転により、通勤の実情に変更を生ずる職員 

 (２) 新たに給与条例の適用を受けることとなっ

た職員 

 

（異動等の直前の住居に相当する住居） 

第９条の５ 給与条例第10条第４項第２号の人事委

員会規則で定める住居は、公署を異にする異動又

は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合に

おける次に掲げる住居とする。 

 

 

 

 

（給与条例第10条第４項の人事委員会規則で定める

職員） 

第９条の４ 略 

２ 給与条例第10条第４項第２号の人事委員会規則

で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法によ

る場合には公署を異にする異動又は在勤する公署

の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要す

ることとなること等の通勤の実情の変更を生ずる

職員で、高速自動車国道等を利用しないで通勤す

るものとした場合における通勤距離が60キロメー

トル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの

又は交通事情等に照らして通勤が困難であると人

事委員会が認めるものとする。 

 

 

 

 

 

（異動等の直前の住居に相当する住居） 

第９条の５ 給与条例第10条第４項第２号の人事委

員会規則で定める住居は、公署を異にする異動又

は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合に

おいて、高速自動車国道等を通勤のため利用する

経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及

び人事委員会がこれに準ずると認める住居とす

る。 
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(１) 通勤のため利用する高速自動車国道等に係

る経路に変更が生じないときの当該転居後の住

居 

(２) 通勤のため利用する高速自動車国道等に係

る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居

であって次に掲げるもの 

ア 給与条例第10条第４項第２号に規定する直

前の住居から通勤する場合に利用する高速自

動車国道等に係る経路の起点となるインター

チェンジ（イにおいて「旧最寄りインター

チェンジ」という。）と、当該転居後の住居

から通勤する場合に利用する高速自動車国道

等に係る経路の起点となるインターチェンジ

（イにおいて「新最寄りインターチェンジ」

という。）とが、高速自動車国道等に係る経

路において隣接している場合における当該転

居後の住居 

イ アに掲げるもののほか、旧最寄りインター

チェンジと新最寄りインターチェンジとの間

の高速自動車国道等に係る経路の距離が60キ

ロメートルの範囲内にある場合における当該

転居後の住居 

(３) 前２号に掲げる住居のほか、人事委員会が

これらに準ずる住居であると認めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特別急行列車又は高速自動車国道等の利用の基

準） 

第９条の６ 給与条例第10条第４項各号列記以外の

部分の人事委員会規則で定める基準は、特別急行

列車又は高速自動車国道等の利用により通勤時間

が30分（特別急行列車を利用する場合にあって

は、20分）以上短縮されること又はその利用によ

り得られる通勤事情の改善がこれに相当するもの

と人事委員会が認めるものであることとする。 

２ 給与条例第10条第４項第１号の人事委員会規則

で定める基準は、特別急行列車の利用により通勤

時間が20分以上短縮されること又はその利用によ

り得られる通勤事情の改善がこれに相当するもの

と人事委員会が認めるものであることとする。 

３ 給与条例第10条第４項第２号及び第５項の人事

委員会規則で定める基準は、高速自動車国道等の

利用により通勤時間が30分以上短縮されること又

はその利用により得られる通勤事情の改善がこれ

に相当するものと人事委員会が認めるものである

こととする。 
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（特別急行列車又は高速自動車国道等の利用に係る

特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準） 

第９条の６ 特別急行列車又は高速自動車国道等の

利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運

賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的か

つ合理的と認められる特別急行列車又は高速自動

車国道等を利用する場合における通勤の経路及び

方法により算出するものとする。 

２ 第７条の規定は、特別急行列車又は高速自動車

国道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の

額の算出について準用する。 

３ 第８条（第１項第３号を除く。）の規定は、給

与条例第10条第４項第１号に規定する特別料金等

の額に相当する額及び同項第２号に規定する高速

自動車国道等特別料金等に相当する額（第９条の

13第４項においてこれらを「特別料金等相当額」

という。）の算出について準用する。この場合に

おいて、第８条第１項中「普通交通機関等の」と

あるのは「特別急行列車又は高速自動車国道等

の」と、同項第１号及び第２号中「普通交通機関

等」とあるのは「特別急行列車又は高速自動車国

道等」と、同項第２号中「運賃等」とあるのは

「特別料金等」と、同条第２項中「普通交通機関

等」とあるのは「特別急行列車又は高速自動車国

道等」と読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特別急行列車又は高速自動車国道等に係る通勤手

当の額の算出の基準） 

第９条の７ 特別急行列車又は高速自動車国道等に

係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事

情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特

別急行列車又は高速自動車国道等を利用する場合

における通勤の経路及び方法により算出するもの

とする。 

２ 第７条の規定は、特別急行列車又は高速自動車

国道等に係る通勤手当の額の算出について準用す

る。 

３ 第８条（第１項第３号を除く。）の規定は、給

与条例第10条第４項第１号に規定する特別料金等

の額の３分の２に相当する額及び同項第２号に規

定する高速自動車国道等特別料金等の額の２分の

１に相当する額の算出について準用する。この場

合において、第８条第１項中「普通交通機関等

の」とあるのは「特別急行列車又は高速自動車国

道等の」と、同項第１号中「普通交通機関等」と

あるのは「特別急行列車又は高速自動車国道等」

と、「価額」とあるのは「価額のそれぞれ３分の

２又は２分の１に相当する額」と、同項第２号中

「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車又

は高速自動車国道等」と、「運賃等の」とあるの

は「特別料金等の額のそれぞれ３分の２又は２分

の１に相当する」と、同条第２項中「普通交通機

関等」とあるのは「特別急行列車又は高速自動車

国道等」と読み替えるものとする。 

 

（給与条例第10条第５項の人事委員会規則で定める

法人） 

第９条の８ 給与条例第10条第５項の人事委員会規

則で定める法人は、次に掲げる法人とする。 

(１) 国家公務員退職手当法施行令（昭和28年政

令第215号）第９条の２各号に掲げる法人 

(２) 国家公務員退職手当法施行令第９条の４各

号に掲げる法人（前号に掲げる法人を除く。） 

(３) 地方独立行政法人法（平成15年法律第118

号）第８条第１項第５号に規定する一般地方独

立行政法人 

(４) 職員の退職手当に関する条例（昭和37年鳥

取県条例第51号）第９条第５項第２号に規定す

る地方公社 

(５) 特定法人 
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（給与条例の適用の直前の住居に相当する住居） 

第９条の７ 給与条例第10条第５項の人事委員会規

則で定める住居は、給与条例の適用を受ける職員

となった日以後に転居する場合における次に掲げ

る住居とする。 

 

 

(１) 通勤のため利用する高速自動車国道等に係

る経路に変更が生じないときの当該転居後の住

居 

(２) 通勤のため利用する高速自動車国道等に係

る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居

であって次に掲げるもの 

ア 給与条例第10条第５項に規定する直前の住

居から通勤する場合に利用する高速自動車国

道等に係る経路の起点となるインターチェン

ジ（イにおいて「旧最寄りインターチェン

ジ」という。）と、当該転居後の住居から通

勤する場合に利用する高速自動車国道等に係

る経路の起点となるインターチェンジ（イに

おいて「新最寄りインターチェンジ」とい

う。）とが、高速自動車国道等に係る経路に

おいて隣接している場合における当該転居後

の住居 

イ アに掲げるもののほか、旧最寄りインター

チェンジと新最寄りインターチェンジとの間

の高速自動車国道等に係る経路の距離が60キ

ロメートルの範囲内にある場合における当該

転居後の住居 

(３) 前２号に掲げる住居のほか、人事委員会が

これらに準ずる住居であると認めるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) 前各号に掲げる法人のほか、人事委員会が

これらに準ずる法人であると認めるもの 

 

（給与条例の適用の直前の住居に相当する住居） 

第９条の９ 給与条例第10条第５項の人事委員会規

則で定める住居は、給与条例の適用を受ける職員

となった日以後に転居する場合において、高速自

動車国道等を通勤のため利用する経路に変更が生

じないときの当該転居後の住居及び人事委員会が

これに準ずると認める住居とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（権衡職員等の適用） 

第９条の10 給与条例第10条第５項の任用の事情等

を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事

交流等により給与条例の適用を受ける職員となっ

た者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する

地域を異にする公署に在勤することとなったこと

に伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合に

は当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を

要することとなること等の通勤の実情の変更を生

ずる者で、高速自動車国道等を利用しないで通勤
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第９条の８ 給与条例第10条第５項の同条第４項の

規定による通勤手当を支給される職員との権衡上

必要があると認められるものとして人事委員会規

則で定める職員は、次に掲げる職員（高速自動車

国道等の利用により通勤事情の改善が認められる

ものに限る。）とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者を含む。以下この項におい

て同じ。）（配偶者のない職員にあっては、満

18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間

にある子）の住居に転居したことに伴い単身赴

任手当が支給されないこととなった職員で、当

該転居後の住居（特定住居を含む。）からの通

勤のため、高速自動車国道等を利用し、その利

用に係る高速自動車国道等特別料金等を負担す

ることを常例とするもの 

するものとした場合における通勤距離が60キロ

メートル以上若しくは通勤時間が90分以上である

もの又は交通事情等に照らして通勤が困難である

と人事委員会が認めるものとする。 

 

第９条の11 給与条例第10条第５項の同条第４項の

規定による通勤手当を支給される職員との権衡上

必要があると認められるものとして人事委員会規

則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 

 

(１) 公益的法人等派遣から職務に復帰した職員

又は公益的法人等派遣法第10条第１項の規定に

より採用される職員のうち給与条例第10条第１

項第１号又は第３号に掲げる職員に該当するも

ので、当該復帰の直前の住居（当該復帰の日以

後に転居する場合において、高速自動車国道等

を通勤のため利用する経路に変更が生じないと

きの当該転居後の住居及び人事委員会がこれに

準ずると認める住居を含む。）からの通勤のた

め、高速自動車国道等でその利用が第９条の６

第３項に規定する基準に照らして通勤事情の改

善に相当程度資するものであると認められるも

のを利用し、その利用に係る高速自動車国道等

特別料金等を負担することを常例とするもの

（当該復帰の直前の勤務地と所在する地域を異

にする公署に在勤することとなったことに伴

い、通常の通勤の経路及び方法による場合には

当該復帰前の通勤時間より長時間の通勤時間を

要することとなること等の通勤の実情の変更を

生ずる者で、高速自動車国道等を利用しないで

通勤するものとした場合における通勤距離が60

キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上

であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困

難であると人事委員会が認めるものに限る。） 

(２) 配偶者（配偶者のない職員にあっては、満

18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間

にある子）の住居に転居したことに伴い単身赴

任手当が支給されないこととなった職員で、当

該住居からの通勤のため、高速自動車国道等で

その利用が第９条の６第３項に規定する基準に

照らして通勤事情の改善に相当程度資するもの

であると認められるものを利用し、その利用に

係る高速自動車国道等特別料金等を負担するこ

とを常例とするもの 
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(２) 職員又は配偶者の公署を異にする異動又は

在勤する公署の移転（配偶者が職員でない場合

にあっては、これらに相当するものを含む。）

に伴い、配偶者と同居して満18歳に達する日以

後の最初の３月31日までの間にある子を養育す

るため、職員及び配偶者の通勤を考慮した地域

の住居に転居した職員で、当該転居後の住居

（当該転居の日以後に当該地域へ転居する場合

における当該日以後の転居後の住居を含む。）

からの通勤のため、高速自動車国道等を利用

し、その利用に係る特別料金等を負担すること

を常例とするもの（高速自動車国道等を利用し

ないで通勤するものとした場合における通勤距

離が60キロメートル以上又は通勤時間が90分以

上であり、かつ、当該子の養育を行っているも

のに限る。） 

(３) 職員又は配偶者の父母（介護保険法（平成

９年法律第123号）第19条第１項に規定する要介

護認定を受けている者に限る。）の介護に伴

い、当該父母の住居又はその近隣の住居に転居

した職員で、当該転居後の住居（当該転居の日

以後に当該父母の住居又はその近隣の住居を転

居する場合における当該日以後の転居後の住居

を含む。）からの通勤のため、高速自動車国道

等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担

することを常例とするもの（高速自動車国道等

を利用しないで通勤するものとした場合におけ

る通勤距離が60キロメートル以上又は通勤時間

が90分以上あり、かつ、当該父母の介護を行っ

ているものに限る。） 

(４) 略 

２ 前項第１号において「特定住居」とは、同項第

１号に規定する転居（以下この項において「最初

の転居」という。）の日以後に転居する場合にお

ける当該最初の転居の日以後の転居後の住居（以

下この項において「転居後の住居」という。）で

あって次に掲げるものをいう。 

(１) 通勤のため利用する高速自動車国道等に係

る経路に変更が生じないときの当該転居後の住

居 

(２) 通勤のため利用する高速自動車国道等に係

る経路に変更が生じたときの当該転居後の住居

であって次に掲げるもの 

ア 当該最初の転居の直前の住居から通勤する

場合に利用する高速自動車国道等に係る経路

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 略 
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の起点となるインターチェンジ（イにおいて

「旧最寄りインターチェンジ」という。）

と、当該転居後の住居から通勤する場合に利

用する高速自動車国道等に係る経路の起点と

なるインターチェンジ（イにおいて「新最寄

りインターチェンジ」という。）とが、高速

自動車国道等に係る経路において隣接してい

る場合における当該転居後の住居 

イ アに掲げるもののほか、旧最寄りインター

チェンジと新最寄りインターチェンジとの間

の高速自動車国道等に係る経路の距離が60キ

ロメートルの範囲内にある場合における当該

転居後の住居 

(３) 前２号に掲げる住居のほか、人事委員会が

これらに準ずる住居であると認めるもの 

 

（特定日における通勤に係る運賃等の額及び特別料

金等の算出の基準） 

第９条の９ 給与条例第10条第６項第２号アに規定

する１月の通勤に要する運賃等の額に相当する額

は、普通交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21

回分（交替制勤務に従事する職員等にあっては、

１月当たりの平均通勤所要回数分）の運賃等の額

（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）とする。 

２ 給与条例第10条第６項第２号イに規定する１月

の通勤に要する特別料金等の額は、特別急行列車

に係る回数乗車券等の通勤21回分（交替制勤務に

従事する職員等にあっては、１月当たりの平均通

勤所要回数分）の特別料金等の額（その額に１円

未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

額）とする。 

 

（支給日等） 

第９条の10 通勤手当は、支給単位期間（第４項に

規定する通勤手当に係るものを除く。）又は同項

に定める期間（以下この条、第10条の２第２項第

２号及び第11条において「支給単位期間等」とい

う。）に係る最初の月の職員等の給与の支給に関

する規則（昭和27年鳥取県人事委員会規則第３

号）第２条第１項に規定する支給期日（以下この

条において「支給日」という。）に支給する。た

だし、支給日までに第３条の規定による届出に係

る事実が確認できない等のため、支給日に支給す

ることができないときは、支給日後に支給するこ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（特定日における通勤に係る運賃等の額及び特別料

金等の算出の基準） 

第９条の12 給与条例第10条第６項第１号イに規定

する１月の通勤に要する運賃等の額に相当する額

は、普通交通機関等に係る回数乗車券等の通勤21

回分（交替制勤務に従事する職員等にあっては、

１月当たりの平均通勤所要回数分）の運賃等の額

（その額に１円未満の端数があるときは、その端

数を切り捨てた額）とする。 

２ 給与条例第10条第６項第２号に規定する１月の

通勤に要する特別料金等の額は、特別急行列車に

係る回数乗車券等の通勤21回分（交替制勤務に従

事する職員等にあっては、１月当たりの平均通勤

所要回数分）の特別料金等の額（その額に１円未

満の端数があるときは、その端数を切り捨てた

額）とする。 

 

（支給日等） 

第９条の13 通勤手当は、支給単位期間（第４項各

号に掲げる通勤手当に係るものを除く。）又は当

該各号に定める期間（以下この条及び第11条にお

いて「支給単位期間等」という。）に係る最初の

月の職員等の給与の支給に関する規則（昭和27年

鳥取県人事委員会規則第３号）第２条第１項に規

定する支給期日（以下この条において「支給日」

という。）に支給する。ただし、支給日までに第

３条の規定による届出に係る事実が確認できない

等のため、支給日に支給することができないとき

は、支給日後に支給することができる。 
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とができる。 

２ 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前にお

いて離職（職員が離職の日又はその翌日（当該翌

日が鳥取県の休日を定める条例（平成元年鳥取県

条例第５号）第１条第１項に規定する県の休日に

当たるときは、当該翌日後において当該翌日に最

も近い休日でない日を含む。）に新たに給与条例

の適用を受けることとなる場合の離職を除く。以

下同じ。）をし、又は死亡した職員には、当該通

勤手当をその際支給する。 

３ 略 

４ 給与条例第10条第７項の人事委員会規則で定め

る通勤手当は、１月当たりの運賃等相当額等（第

９条第３号に掲げる職員に係るものを除く。）、

給与条例第10条第２項第２号に定める額（第９条

第２号に掲げる職員に係るものを除く。）及び特

別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除し

て得た額（高速自動車国道等が２以上ある場合に

おいては、その合計額）の合計額（第10条の２第

２項において「１月当たりの通勤手当算出基礎

額」という。）が15万円を超えるときにおける通

勤手当とし、給与条例第10条第７項の人事委員会

規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係

る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前にお

いて離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手

当をその際支給する。 

 

 

 

 

 

 

３ 略 

４ 給与条例第10条第７項の人事委員会規則で定め

る通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、

同項の人事委員会規則で定める期間は、当該通勤

手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 職員が２以上の普通交通機関等を利用する

ものとして給与条例第10条第２項第１号に定め

る額の通勤手当を支給される場合（次号に該当

する場合を除く。）において、１月当たりの運

賃等相当額等が５万5,000円を超えるときにおけ

る当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る

支給単位期間のうち最も長い支給単位期間 

(２) 職員が給与条例第10条第２項第１号及び第

２号に定める額の通勤手当を支給される場合に

おいて、１月当たりの運賃等相当額及び同号に

定める額の合計額が５万5,000円を超えるときに

おける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に

係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間 

(３) 職員が２以上の高速自動車国道等を利用す

るものとして高速自動車国道等に係る通勤手当

を支給される場合において、給与条例第10条第

４項第２号に規定する１月当たりの特別料金等

２分の１相当額（第10条の２第４項第１号にお

いて「１月当たりの特別料金等２分の１相当

額」という。）の合計額が２万円を超えるとき
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（返納の事由及び額等） 

第10条の２ 略 

２ 給与条例第10条第８項の人事委員会規則で定め

る額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める額とする。 

 

(１) １月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円

以下であった場合 前項第２号に掲げる事由が

生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通

機関等又は高速自動車国道等（同号の改定後に

１月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超

えることとなるときは、その者の利用する全て

の普通交通機関等及び高速自動車国道等）、同

項第１号、第３号又は第４号に掲げる事由が生

じた場合にあってはその者の利用する全ての普

通交通機関等及び高速自動車国道等につき、使

用されるべき通用期間の定期券の運賃等及び特

別料金等の払戻しを、人事委員会の定める月

（以下この条において「事由発生月」とい

う。）の末日にしたものとして得られる額（次 

号において「払戻金相当額」という。） 

 

 

(２) １月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円

を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月

から支給単位期間等に係る最後の月までの月数

を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係

る普通交通機関等及び高速自動車国道等につい

ての払戻金相当額の合計額並びに人事委員会の

定める額の合計額のいずれか低い額（事由発生

月が支給単位期間に係る最後の月である場合に

あっては、０円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

における当該通勤手当 その者の当該通勤手当

に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期

間 

 

（返納の事由及び額等） 

第10条の２ 略 

２ 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例

第10条第８項の人事委員会規則で定める額は、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定

める額とする。 

(１) １月当たりの運賃等相当額等（第９条第１

号に掲げる職員にあっては、１月当たりの運賃

等相当額及び給与条例第10条第２項第２号に定

める額の合計額。以下この項において同じ。）

が５万5,000円以下であった場合 前項第２号に

掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に

係る普通交通機関等（同号の改定後に１月当た

りの運賃等相当額等が５万5,000円を超えること

となるときは、その者の利用するすべての普通

交通機関等）、同項第１号、第３号又は第４号

に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の

利用するすべての普通交通機関等につき、使用

されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻し

を、人事委員会の定める月（以下この条におい

て「事由発生月」という。）の末日にしたもの

として得られる額（次号において「払戻金相当

額」という。） 

(２) １月当たりの運賃等相当額等が５万5,000円

を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応

じ、それぞれ次に定める額 

 

 

 

 

 

 

ア イに掲げる場合以外の場合 ５万5,000円に

事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最

後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各

号に掲げる事由に係る普通交通機関等につい

ての払戻金相当額のいずれか低い額（事由発

生月が支給単位期間に係る最後の月である場

合にあっては、０円） 

イ 第９条の13第４項第１号又は第２号に掲げ

る通勤手当を支給されている場合 ５万5,000
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円に事由発生月の翌月から同項第１号若しく

は第２号に定める期間に係る最後の月までの

月数を乗じて得た額又はその者の利用するす

べての普通交通機関等についての払戻金相当

額及び人事委員会の定める額の合計額のいず

れか低い額（事由発生月が当該期間に係る最

後の月である場合にあっては、０円） 

３ 特別急行列車に係る通勤手当に係る給与条例第

10条第８項の人事委員会規則で定める額は、第１

項第２号に掲げる事由が生じた場合にあっては当

該事由に係る特別急行列車、同項第１号、第３号

又は第４号に掲げる事由が生じた場合にあっては

その者の利用する全ての特別急行列車につき、使

用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払

戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得ら

れる額の３分の２に相当する額とする。 

４ 高速自動車国道等に係る通勤手当に係る給与条

例第10条第８項の人事委員会規則で定める額は、

次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に

定める額とする。 

(１) １月当たりの特別料金等２分の１相当額

（２以上の高速自動車国道等を利用するものと

して通勤手当を支給される場合にあっては、そ

の合計額。以下この項において「１月当たりの

特別料金等２分の１相当額等」という。）が２

万円以下であった場合 第１項第２号に掲げる

事由が生じた場合にあっては当該事由に係る高

速自動車国道等（同号の改定後に１月当たりの

特別料金等２分の１相当額等が２万円を超える

こととなるときは、その者の利用するすべての

高速自動車国道等）、同項第１号、第３号又は

第４号に掲げる事由が生じた場合にあってはそ

の者の利用するすべての高速自動車国道等につ

き、使用されるべき通用期間の定期券の特別料

金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたもの

として得られる額の２分の１に相当する額（次

号において「払戻金２分の１相当額」とい

う。） 

(２) １月当たりの特別料金等２分の１相当額等

が２万円を超えていた場合 次に掲げる場合の

区分に応じ、それぞれ次に定める額 

ア イに掲げる場合以外の場合 ２万円に事由

発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の

月までの月数を乗じて得た額又は第１項各号

に掲げる事由に係る高速自動車国道等につい
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３ 給与条例第10条第８項の規定により職員に前項

に定める額を返納させる場合において、当該返納

時と事由発生月の翌月以降の費目が同一であると

きは、事由発生月の翌月以降の給与から当該額を

差し引くことができる。 

４ 第２項の規定を適用した場合の額がその者の利

用した交通機関等の通勤方法等からみて妥当性を

欠くと人事委員会が認める場合にあっては、第２

項の規定にかかわらず、人事委員会が定める額を

それらの規定による額とする。 

 

ての払戻金２分の１相当額のいずれか低い額

（事由発生月が支給単位期間に係る最後の月

である場合にあっては、０円） 

イ 第９条の13第４項第３号に掲げる通勤手当

を支給されている場合 ２万円に事由発生月

の翌月から同号に定める期間に係る最後の月

までの月数を乗じて得た額又はその者の利用

するすべての高速自動車国道等についての払

戻金２分の１相当額及び人事委員会の定める

額の合計額のいずれか低い額（事由発生月が

当該期間に係る最後の月である場合にあって

は、０円） 

５ 給与条例第10条第８項の規定により職員に前３

項に定める額を返納させる場合において、当該返

納時と事由発生月の翌月以降の費目が同一である

ときは、事由発生月の翌月以降の給与から当該額

を差し引くことができる。 

６ 第２項から第４項までの規定を適用した場合の

額がその者の利用した交通機関等の通勤方法等か

らみて妥当性を欠くと人事委員会が認める場合に

あっては、第２項から第４項までの規定にかかわ

らず、人事委員会が定める額をそれらの規定によ

る額とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（施行日前から引き続き支給されている通勤手当に関する経過措置） 

２ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前から引き続き職員（職員の給与に関する条例等の一部を

改正する条例（令和６年鳥取県条例第47号）第３条の規定による改正前の給与条例（以下この項において「改

正前の給与条例」という。）第10条第２項第１号に規定する１月当たりの運賃等相当額（改正前の通勤手当の

支給に関する規則（以下この項において「改正前の規則」という。）第９条第３号に掲げる職員に係るものを

除き、２以上の普通交通機関等（改正前の規則第５条の３第１項に規定する普通交通機関等をいう。第１号に

おいて同じ。）を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項におい

て「改正前の１月当たりの運賃等相当額」という。）、改正前の給与条例第10条第１項第２号に規定する額

（改正前の規則第９条第２号に掲げる職員に係るものを除く。以下この項において「改正前の自動車等の利用

に係る額」という。）及び改正前の給与条例第10条第４項第２号に規定する高速自動車国道等特別料金等の額

をその支給単位期間（同条第２項に規定する支給単位期間をいう。次項において同じ。）の月数で除して得た

額（２以上の高速自動車国道等（同条第４項第２号に規定する高速自動車国道等をいう。）を利用するものと

して通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。次項第１号において「改正前の１月当たりの特別料

金等相当額」という。）の合計額が15万円を超えている職員を除く。）に支給されている通勤手当のうち次の

各号に掲げるもの（施行日の前日及び施行日を含む支給単位期間等（改正前の規則第９条の13第１項に規定す

る支給単位期間等をいう。）に係るものに限る。）については、なお従前の例による。 

(１) 普通交通機関等及び改正前の給与条例第10条第１項第２号に規定する自動車等に係る通勤手当（改正前

の１月当たりの運賃等相当額及び改正前の自動車等の利用に係る額の合計額が５万5,000円を超える場合の
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ものに限る。） 

(２) 改正前の給与条例第10条第４項第２号に規定する高速自動車国道等に係る通勤手当 

３ 前項の規定によりなお従前の例によることとされた通勤手当を支給されている職員には、当該通勤手当が支

給されている間、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、各月における当該各号に定める額（１円未満の端数が

ある場合にあってはその端数を切り捨てた額とし、当該各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合にあって

は当該各号に定める額の合計額とする。）を、支給単位期間を１月とする通勤手当として支給する。 

(１) 前項第１号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の１月当たりの運賃等相当額及び改正前の

自動車等の利用に係る額の合計額から５万5,000円を減じて得た額 

(２) 前項第２号に掲げる通勤手当を支給されている場合 改正前の１月当たりの特別料金等相当額から当該

１月当たりの特別料金等相当額の２分の１に相当する額（その額が２万円を超える場合にあっては、２万

円）を減じて得た額 

（権衡職員等に関する経過措置） 

４ 改正後の通勤手当の支給に関する規則（以下「改正後の規則」という。）第９条の４第２項の規定は、施行

日前に新たに給与条例の適用を受ける職員となった者にも適用する。 

５ 改正後の規則第９条の７の規定は、施行日以後にされた転居について適用する。 

６ 改正後の規則第９条の８第１項第２号及び第３号の規定は、施行日前にこれらの号に掲げる職員となった者

（これらの号に規定する当該日以降の転居をしたものを除く。）にも適用する。 
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初任給調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第14号 

初任給調整手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 

初任給調整手当の支給に関する規則（昭和37年鳥取県人事委員会規則第10号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（職の範囲） 

第２条 条例第７条の３第１項第１号に規定する職

は、医療職給料表(１)の適用を受ける職員の職で次

に掲げるものとする。 

(１)・(２) 略 

(３) 前２号に掲げる職以外の職で地域手当に関す

る規則の一部を改正する規則（令和７年鳥取県人

事委員会規則第25号）による改正前の地域手当に

関する規則（平成18年鳥取県人事委員会規則第11

号。以下この項において「旧地域手当規則」とい

う。）第３条の規定により地域手当の級地が１級

地、２級地、３級地又は４級地とされていた地域

以外の地域に所在する公署に置かれるもの 

(４) 旧地域手当規則の規定により地域手当の級地

が４級地とされていた地域に所在する公署に置か

れる職 

(５) 旧地域手当規則の規定により地域手当の級地

が１級地、２級地又は３級地とされていた地域に

所在する公署に置かれる職 

２・３ 略 

（職の範囲） 

第２条 条例第７条の３第１項第１号に規定する職

は、医療職給料表(１)の適用を受ける職員の職で次

に掲げるものとする。 

(１)・(２) 略 

(３) 前２号に掲げる職以外の職で条例第９条の２

の規定による地域手当の級地が１級地、２級地、

３級地又は４級地とされる地域以外の地域に所在

する公署に置かれるもの 

 

 

 

 

(４) 条例第９条の２の規定による地域手当の級地

が４級地とされる地域に所在する公署に置かれる

職 

(５) 条例第９条の２の規定による地域手当の級地

が１級地、２級地又は３級地とされる地域に所在

する公署に置かれる職 

２・３ 略 

  

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第15号 

期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 

 期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則（昭和41年鳥取県人事委員会規則第４号）の一部を次のように改正

する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（勤勉手当の成績率） 

第７条 一般職員の成績率は、当該一般職員の職務に

ついて監督する地位にある者による勤務成績の証明

に基づき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当

該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が

定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属

の条例第16条の７第１項の職員が著しく少数である

こと等の事情により、第１号ア及びイ並びに第２号

アに定める成績率によることが著しく困難であると

認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議し

て、別段の取扱いをすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 次号に掲げる職員以外の職員 当該職員が次

に掲げる職員の区分のいずれに該当するかに応

じ、それぞれに定める割合 

ア 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112以上

100分の195以下（条例第16条の４第２項に規定

する特定幹部職員（以下この条において「特定

幹部職員」という。）にあっては、100分の136

以上100分の235以下） 

イ 勤務成績が優秀な職員 100分の104.5以上

100分の112未満（特定幹部職員にあっては、

（勤勉手当の成績率） 

第７条 一般職員の成績率は、当該一般職員の職務に

ついて監督する地位にある者による勤務成績の証明

に基づき、当該一般職員が次の各号のいずれに該当

するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内にお

いて、任命権者が定めるものとする。ただし、任命

権者は、その所属の条例第16条の７第１項の職員が

著しく少数であること等の事情により、第１号及び

第２号に定める成績率によることが著しく困難であ

ると認める場合には、あらかじめ人事委員会と協議

して、別段の取扱いをすることができる。 

(１) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の112以上

100分の195以下（条例第16条の４第２項に規定す

る特定幹部職員（以下この条において「特定幹部

職員」という。）にあっては、100分の136以上

100分の235以下） 

(２) 勤務成績が優秀な職員 100分の104.5以上

100分の112未満（特定幹部職員にあっては、100

分の120以上100分の136未満） 

(３) 勤務成績が良好な職員 100分の96（特定幹

部職員にあっては、100分の116） 

(４) 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以

下（特定幹部職員にあっては、100分の106.5以

下） 
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100分の120以上100分の136未満） 

ウ 勤務成績が良好な職員 100分の96（特定幹

部職員にあっては、100分の116） 

エ 勤務成績が良好でない職員 100分の87.5以

下（特定幹部職員にあっては、100分の106.5以

下） 

(２) 任期付職員条例第７条第１項の給料表の適用

を受ける職員 当該職員が次に掲げる職員の区分

のいずれに該当するかに応じ、それぞれに定める

割合 

ア 勤務成績が優秀な職員 100分の75.0以上100

分の150.0以下 

イ 勤務成績が良好な職員 100分の72.5  

ウ 勤務成績が良好でない職員 100分の66.5以

下 

２ 前項の場合において、職員の成績率を同項第１号

エ又は第２号ウに該当するものとして定める場合に

は、当分の間、人事委員会の定めるところによるも

のとする。 

 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第８条 略 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

（外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣期

間中のこれに相当する期間並びに会計年度任用職員

のこれに相当する期間を含む。）を除算する。 

(１)～(10) 略 

(11) 特定の職の人材確保のための鳥取方式短時間

勤務を導入する緊急措置に関する条例（令和７年

鳥取県条例第１号）第３条第１項に規定する働き

方支援休暇の付与を受けて勤務しなかった期間が

30日を超える場合には、その勤務しなかった全期

間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の場合において、職員の成績率を同項第４号

に該当するものとして定める場合には、当分の間、

人事委員会の定めるところによるものとする。 

 

 

（勤勉手当に係る勤務期間） 

第８条 略 

２ 前項の期間の算定については、次に掲げる期間

（外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣期

間中のこれに相当する期間並びに会計年度任用職員

のこれに相当する期間を含む。）を除算する。 

(１)～(10) 略 

 

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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 管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子 

鳥取県人事委員会規則第16号 

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 

管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年鳥取県人事委員会規則第30号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

別表（第２条、第３条関係） 

機関 職員 

 略  

知

事

の

事

務

部

局 

本庁 統轄監 部長 本部長 所長 

 理事監 会計管理者 次長  

局長 参事監 原子力安全

対策監 文化振興監 経済産

業振興監 課長 室長 副局

長 校長 館長 副所長 副

校長 副館長 参事 副本部

長 官房長 副官房長 危機

管理専門官 危機管理情報官  

原子力モニタリング専門官  

 女性相談支援幹 課長補佐

（課内業務の総括又は庶務に

関する事務を行う課長補佐、

総務課の課長補佐のうち知事

若しくは副知事の秘書又は庁

舎の秩序の維持に関する事務

を行うもの、人事企画課の課

長補佐及び職員支援課の課長

補佐のうち職員の福利厚生に

関する事務を行うものに限

る。） 総括主計員 係長

（総務課の係長のうち知事又

は副知事の秘書に関する事務

を行うもの、人事企画課の係

長、職員支援課の係長のうち

職員の福利厚生に関する事務

を行うもの及び会計指導課の

係長のうち資金運用に関する

事務を行うものに限る。）   

主計員 主事（総務課の主

事のうち知事又は副知事の秘

書に関する事務を行うもの、

 

別表（第２条、第３条関係） 

機関 職員 

 略  

知

事

の

事

務

部

局 

本庁 統轄監 部長 本部長 所長  

理事監 美術館整備監 会

計管理者 次長 局長 参事

監 原子力安全対策監 文化

振興監 経済産業振興監 課

長（農業大学校の課長を除

く。） 室長（衛生環境研究

所の室長を除く。） 副局長  

校長 館長 副所長 副校

長 参事 副本部長 官房長  

副官房長 危機管理専門官  

危機管理情報官 原子力モ

ニタリング専門官 副館長

（美術館の副館長に限る。）  

課長補佐（課内業務の総括

又は庶務に関する事務を行う

課長補佐、総務課の課長補佐

のうち知事若しくは副知事の

秘書又は庁舎の秩序の維持に

関する事務を行うもの、人事

企画課の課長補佐及び職員支

援課の課長補佐のうち職員の

福利厚生に関する事務を行う

ものに限る。） 総括主計員 

係長（総務課の係長のうち

知事又は副知事の秘書に関す

る事務を行うもの、人事企画

課の係長、職員支援課の係長

のうち職員の福利厚生に関す

る事務を行うもの及び会計指

導課の係長のうち資金運用に

関する事務を行うものに限



  令和７年３月 31 日 月曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 37 号   

- 56 - 

人事企画課の主事のうち人

事、給与又は服務に関する事

務を行うもの及び職員支援課

の主事のうち職員の福利厚生

に関する事務を行うものに限

る。） 医長 

 

 

 

 略  

公文書館 館長 

 略  

東部地域振興

事務所 

所長 副所長 課長 課長補

佐（庶務に関する事務を行う

もの及び庁舎管理に関する事

務を行うものに限る。） 

  

 

 略  

総合療育セン

ター 

院長 副院長 部長（事務

部、医務部、リハビリテー

ション部及び看護部の部長に

限る。） 療法士長 看護師

長 

 略  

中部療育園 園長 次長 

山陰海岸ジオ

パーク海と大

地の自然館 

館長  

 略  

園芸試験場 場長 次長 課長補佐（庶務

に関する事務を行う課長補佐

に限る。） 

  

 略  

教

育

委

員

会

の

事

務

教育

委員

会事

務局 

本庁 次長 理事監 教育次長 参

事監 課長 室長 参事 所

長 教育人材開発主査 義務

教育主査 高校教育主査 課

長補佐（課内業務の総括又は

庶務に関する事務を行う課長

補佐、教育総務課の課長補佐

及び教育人材開発課の課長補

る。） 主計員 主事（総務

課の主事のうち知事又は副知

事の秘書に関する事務を行う

もの、人事企画課の主事のう

ち人事、給与又は服務に関す

る事務を行うもの及び職員支

援課の主事のうち職員の福利

厚生に関する事務を行うもの

に限る。） 医長 

 略  

公文書館 館長 参事 

 略  

東部地域振興

事務所 

所長 副所長 課長 課長補

佐（庶務に関する事務を行う

もの及び庁舎管理に関する事

務を行うものに限る。） 

男女共同参画

センター 

所長 次長 

 略  

総合療育セン

ター 

院長 院長代理 副院長 事

務部長 看護部長 リハビリ

テーション部長 看護師長 

 

 

 略  

中部療育園 園長 次長 

  

 略  

園芸試験場 場長 次長 課長補佐（庶務

に関する事務を行う課長補佐

に限る。） 

鳥獣対策セン

ター 

所長 

 略  

教

育

委

員

会

の

事

務

教育

委員

会事

務局 

本庁 次長 理事監 教育次長 参

事監 課長 室長 参事 セ

ンター長 教育人材開発主査  

義務教育主査 高校教育主

査 課長補佐（課内業務の総

括又は庶務に関する事務を行

う課長補佐、教育総務課の課

長補佐及び教育人材開発課の
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部

局

等 

佐のうち給与又は人事に関す

る事務を行うものに限る。）  

係長（教育総務課の係長の

うち人事又は企画調整に関す

る事務を行うもの及び教育人

材開発課の係長のうち給与又

は人事に関する事務を行うも

のに限る。） 管理主事（教

育人材開発課の管理主事のう

ち人事に関する事務を行うも

のに限る。） 主事（教育総

務課及び教育人材開発課の主

事のうち給与、人事又は企画

調整に関する事務を行うもの

に限る。） 

 略  

 略   

 略  

労働委員会事務局 局長 次長 参事 

 略  

備考 略 

部

局

等 

課長補佐のうち給与又は人事

に関する事務を行うものに限

る。） 係長（教育総務課の

係長のうち人事又は企画調整

に関する事務を行うもの及び

教育人材開発課の係長のうち

給与又は人事に関する事務を

行うものに限る。） 管理主

事（教育人材開発課の管理主

事のうち人事に関する事務を

行うものに限る。） 主事

（教育総務課及び教育人材開

発課の主事のうち給与、人事

又は企画調整に関する事務を

行うものに限る。） 

 略  

 略   

 略  

労働委員会事務局 局長 次長 

 略  

備考 略 

  

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規

則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第17号 

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正す

る規則 

 

公平委員会の事務を鳥取県に委託している地方公共団体の管理職員等の範囲を定める規則（昭和41年鳥取県人

事委員会規則第31号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

別表（第２条関係） 

１ 略 

２ 若桜町 

機関 職 

 略 

町長部局 課長 会計管理者 出

納室長 参事官 参事   

政策統轄監 課長補佐

（総務課に所属するも

のに限る。） 

 略 

３～26 略 

備考 略 

別表（第２条関係） 

１ 略 

２ 若桜町 

機関 職 

 略 

町長部局 課長 会計管理者 出

納室長 参事官 参事 

課長補佐（総務課に所

属するものに限る。） 

 

 略 

３～26 略 

備考 略 

  

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 



  令和７年３月 31 日 月曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 37 号   

- 59 - 

職員の旅費等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

                          鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第18号 

職員の旅費等に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

第１条 職員の旅費等に関する条例施行規則（昭和45年鳥取県人事委員会規則第25号）の一部を次のように改正

する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（趣旨） 

第１条 略 

 

（用語） 

第１条の２ この規則において使用する用語は、条例

において使用する用語の例による。 

 

（本州等の附属の島） 

第２条 条例第２条第１号の人事委員会規則で定める

本州等の附属の島は、本州、北海道、四国及び九州

に附属する島とする。 

 

（新たに採用された職員で赴任の対象となる者） 

第３条 条例第２条第４号の人事委員会規則で定める

職員は、国、他の地方公共団体若しくは国立大学法

人法（平成15年法律第112号）第２条第５項に規定

する国立大学法人等の職員又は地方独立行政法人法

（平成15年法律第118号）第２条第２項に規定する

特定地方独立行政法人の役員若しくは職員から引き

続いて採用される職員（条例第１条に規定する職員

に採用されるものに限る。以下同じ。）、公益的法

人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律

（平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣

法」という。）第10条第１項の規定により採用され

る職員及び人事委員会の承認を得た職員とする。 

 

 

（旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費） 

 

第５条 条例第３条第５項の人事委員会規則で定める

場合は、次に掲げる場合とする。 

(１) 条例第３条第２項の規定により旅費の支給を

受けることができる者が、傷病その他やむを得な

い事情により旅行を中止し、又は変更したとき。 

 

（趣旨） 

第１条 略 

 

 

 

 

 

（本州等の附属の島） 

第２条 条例第２条第１項第１号の人事委員会規則で

定める本州等の附属の島は、本州、北海道、四国及

び九州に附属する島とする。 

 

（新たに採用された職員で赴任の対象となる者） 

第３条 条例第２条第１項第４号の人事委員会規則で

定める職員は、国、他の地方公共団体若しくは国立

大学法人法（平成15年法律第112号）第２条第５項

に規定する国立大学法人等の職員又は地方独立行政

法人法（平成15年法律第118号）第２条第２項に規

定する特定地方独立行政法人の役員若しくは職員か

ら引き続いて採用される職員（条例第１条に規定す

る職員に採用されるものに限る。以下同じ。）、公

益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関す

る法律（平成12年法律第50号。以下「公益的法人等

派遣法」という。）第10条第１項の規定により採用

される職員及び人事委員会の承認を得た職員とす

る。 

 

（旅行命令等の取消し等の場合に旅費として支給する

額） 

第５条  
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(２) 条例第３条第１項及び第２項（第１号、第２

号の２及び第４号に係る部分に限る。）の規定に

より旅費の支給を受けることができる職員がその

家族の旅行について条例第21条、第23条第１項及

び第27条第３項に基づく旅費の支給を受けること

ができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病

その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又

は変更したとき。 

２ 条例第３条第５項の人事委員会規則で定めるもの

は、次に掲げる金額とする。 

(１) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費

（家族移転費のうちこれらに相当する部分を含

む。）については、条例第14条第１項各号、第15

条第１項各号、第16条第１項各号及び第17条各号

に掲げる各費用について、当該各条及び条例第７

条の規定により計算した額と現に支払った額で所

要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受

けることができない額又は所要の取消手続をとっ

たにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較

し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額 

(２) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費

（宿泊手当に相当する部分を除く。）及び家族移

転費（宿泊手当に相当する部分を除く。）につい

ては、当該各種目について条例第19条、第20条、

第21条、第22条及び第23条第１項並びに条例第７

条の規定により計算した額と現に支払った額で所

要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受

けることができない額又は所要の取消手続をとっ

たにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較

し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額 

(３) 前２号に掲げる金額のほか、手数料その他の

旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるも

のとして旅行命令権者が認めた額 

 

 

（旅費額を喪失した場合に旅費として支給する額） 

第６条 条例第３条第６項の人事委員会規則で定める

金額は、次に掲げる金額とする。 

 

 

(１) 現に所持していた旅費額（交通手段を利用す

るための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行

について購入したものを含む。次号において同

じ。）の全部を喪失した場合には、その喪失した

時以後の旅行を完了するため条例の規定により支

 

 

 

 

 

 

 

 

条例第３条第５項の人事委員会規則で定める金額

は、次に定めるとおりとする。 

(１) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、

又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約

するため支払った金額で、所要の払戻し手続をし

たにもかかわらず、払戻しを受けることができな

かった額。ただし、当該額は、その支給を受ける

者が、当該旅行について条例により支給を受ける

ことができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿

泊料の額をそれぞれ超えることができない。 

 

 

(２) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払っ

た金額で、当該旅行について条例により支給を受

けることができた移転料の額の３分の１に相当す

る額の範囲内の額 

 

 

 

 

 

 

(３) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに

準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該

旅行について条例により支給を受けることができ

た額の範囲内の額 

 

（旅費額の喪失の場合に旅費として支給する額） 

第６条 条例第３条第６項の人事委員会規則で定める

金額は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、

その額は、現に喪失した旅費額をこえることができ

ない。 

(１) 現に所持していた旅費額（輸送機関を利用す

るための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行に

ついて購入したもの（以下「切符類」という。）

を含む。以下本条において同じ。）の全部を喪失

した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了
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給することができる額 

 

(２) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場

合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費

額を差し引いた額 

 

 

（旅行命令等の通知） 

第７条 旅行命令権者は、旅行命令等（条例第４条第

６項の規定によるものを除く。）を発し、又はその

変更をした場合には、速やかに第８条第１項で定め

る事項を支出担当職員等に通知しなければならな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（旅行命令簿等の記載事項等） 

第８条 条例第４条第４項の人事委員会規則で定める

事項は、職員の所属部局課、住所又は居所、職名、

氏名及び職務の級、発令年月日、出発地、用務、用

務先、到着地、旅行期間、旅費の請求者、概算払及

び精算払に係る支給年月日、支給額並びに旅行命令

権者の職名とする。 

 

 

 

 

 

 

するため条例の規定により支給することができる

額 

(２) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場

合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅

費額（切符類については、購入金額のうち、未使

用部分に相当する金額）を差し引いた額 

 

（旅行命令簿等の提示） 

第７条 旅行命令権者は、旅行命令等（条例第４条第

６項の規定によるものを除く。）を発し、又は変更

した場合には、速やかに支出担当職員等に当該旅行

命令簿等の提示をしなければならない。 

 

 

（口頭による旅行命令等の要件等） 

第７条の２ 条例第４条第６項の規定による旅行命令

等（次項において「口頭による旅行命令等」とい

う。）は、次に掲げる旅行のいずれかを行う場合に

限り、旅行命令権者が用務、用務地、旅行の方法及

び旅行の年月日（次項において「用務等」とい

う。）を明らかにすることによって、これを発し、

又は変更することができるものとする。 

(１) 日常の業務として行う旅行 

(２) 出発から帰着までの往復の時間が概ね４時間

以内である旅行（前号に掲げるものを除く。） 

(３) 前２号に掲げるもののほか、人事委員会が認

める旅行 

２ 口頭による旅行命令等を発した場合は、用務等

（当該口頭による旅行命令等を変更した場合にあっ

ては、当該変更後のもの）を記録した文書を作成

し、及び保存しなければならない。 

 

（旅行命令簿等の記載事項） 

第８条 条例第４条第７項の人事委員会規則で定める

旅行命令簿等の記載事項は、次のとおりとする。 

 

 

 

 

(１) 旅行者の住所、氏名、職名並びに所属の部局

及び課（課に相当するものを含む。）の名称 

(２) 旅行命令等を発した年月日、用務、用務地並

びに旅行の方法及び期間 

(３) 旅行の時間（県内以外の地域における旅行を

含むものに限る。） 
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２ 旅行命令簿等は、旅行命令権者が職員ごとに作成

し、及び備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場

合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行

命令等の発令年月日を記載する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（旅行命令簿等への記載をしない旅行命令等の要件

等） 

第９条 条例第４条第６項の規定による旅行命令等

（次項において「旅行命令簿等への記載をしない旅

行命令等」という。）は、次に掲げる旅行のいずれ

かを行う場合に限り、旅行命令権者が用務、用務

地、旅行の方法及び旅行の年月日（次項において

「用務等」という。）を明らかにすることによっ

て、これを発し、又は変更することができるものと

する。 

(１) 日常の業務として行う旅行 

(２) 出発から帰着までの往復の時間が概ね４時間

以内である旅行（前号に掲げるものを除く。） 

(３) 前２号に掲げるもののほか、人事委員会が認

める旅行 

２ 旅行命令簿等への記載をしない旅行命令等を発し

た場合は、用務等（当該旅行命令簿等への記載をし

ない旅行命令等を変更した場合にあっては、当該変

更後のもの）を記録した文書を作成し、及び保存し

なければならない。 

 

（旅費請求書等） 

第10条 略 

２ 旅行命令権者及び支出担当職員等は、旅行者が前

(４) その他任命権者が必要と認める事項 

 

 

 

 

 

（路程の計算） 

第９条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算

は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各

号に掲げる路程により行うものとする。 

(１) 鉄道 鉄道事業法（昭和61年法律第92号）第

13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道

旅客貨物運賃算出表に掲げる路程 

(２) 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げ

る路程 

(３) 陸路 実際の路程 

２ 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、

同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他

当該路程の計算について信頼するに足る者の証明に

より、路程を計算することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（旅費請求書等） 

第10条 略 
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項に規定する書類（次項において「請求書」とい

う。）を提出した場合には、その請求内容が適切で

あるかを確認するものとする。 

３ 支出担当職員等は、旅費を支給し、又は旅費に相

当する金額を支払った場合には、請求書に支給先及

び支給年月日を記載するものとする。 

 

（概算払に係る旅費の精算期間） 

第11条 条例第13条第２項の人事委員会規則で定める

期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承

認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日

から起算して２週間とする。 

 

（期間内に旅費の精算又は過払金の返納をしなかった

場合の取扱い） 

第13条 条例第13条第４項の規定により行う概算払に

係る旅費額又は過払金に相当する金額の差し引き

は、職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例

第３号。以下「給与条例」という。）に規定する給

料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域

手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、特地勤務手当

に準ずる手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜

間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当

若しくはこれらに相当する給与又は旅費の額から速

やかに行うものとする。 

 

（定額によるその他の交通費が支給される旅行等） 

第14条 条例第17条第５号の人事委員会規則で定める

旅行は、任命権者が特に次項に規定する私有自動車

等により旅行を行う必要があると認めた旅行とす

る。 

 

 

 

 

２ 条例第17条第５号の人事委員会規則で定める私有

自動車等は、道路交通法（昭和35年法律第105号）

第２条第１項第９号に規定する自動車又は同項第10

号に規定する原動機付自転車のうち公用の自動車以

外のもので職員が使用するものをいう。 

３ 第１項に規定する旅行に係るその他の交通費は、

実際の路程により全路程を通算して計算する。ただ

し、第18条の規定により区分計算をする場合には、

その区分された路程ごとに通算して計算する。 

４ 略 

 

 

 

 

 

 

 

（概算払に係る旅費の精算期間） 

第11条 条例第13条第２項の人事委員会規則で定める

期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承

認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日

から起算して２週間とする。 

 

（期間内に旅費の精算又は過払金の返納をしなかった

場合の取扱い） 

第13条 条例第13条第４項の規定により行う概算払に

係る旅費額又は過払金に相当する金額の差し引き

は、職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例

第３号。以下「給与条例」という。）に規定する給

料、管理職手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手

当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手

当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤

務手当若しくはこれらに相当する給与又は旅費の額

から速やかに行うものとする。 

 

 

（定額による車賃が支給される旅行等） 

第14条 条例第17条の人事委員会規則で定める旅行

は、私有自動車等（道路交通法（昭和35年法律第

105号）第２条第１項第９号に規定する自動車又は

同項第10号に規定する原動機付自転車のうち公用の

自動車以外のもので職員が使用するものをいう。以

下同じ。）を利用して行う旅行で、任命権者が特に

私有自動車等により旅行を行う必要があると認めた

ものとする。 

 

 

 

 

 

２ 前項に規定する旅行に係る車賃は、全路程を通算

して計算する。ただし、条例第12条の規定により区

分計算をする場合には、その区分された路程ごとに

通算して計算する。 

３ 略 
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（宿泊に係る特別な事情） 

第14条の２ 条例第19条の人事委員会規則で定める場

合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超え

る場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれ

かに該当すると認めるときとする。 

(１) 主催者等により宿泊施設があらかじめ指定さ

れているとき。 

(２) 公務上の必要により宿泊施設又は宿泊区域が

限定され、宿泊料金の高い宿泊施設を利用するこ

とがやむを得ないと認められるとき。 

(３) 旅行の直前に命令がなされ、又は急な命令の

変更がなされ、宿泊施設の確保が困難であるた

め、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがや

むを得ないと認められるとき。 

(４) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件

において検索し、その結果から最も安価な宿泊施

設を選択するとき。 

 

（転居費の算定方法等） 

第14条の３ 条例第21条の人事委員会規則で定める方

法は、次に掲げる方法とする。 

(１) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数

の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最

も経済的なものを選択するときに限り、当該運送

に要する額を転居費の額とする方法 

(２) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道

路運送法（昭和26年法律第183号）第80条第１項

の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自

動車その他これらに類するものを利用して家財の

運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居

費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額

が運送業者に依頼したものとして第１号の規定に

より算定した額を超えるときは、当該額とする。 

２ 前項の算定に当たっては、条例及びこの規則の規

定により他の種目として支給を受ける費用その他の

県費による支給が適当でない費用として任命権者が

定めるものを除くものとする。 

３ 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又は

これに相当する金額の支払を受ける場合には、前２

項の規定により算定した転居費の額から当該支給又

は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。 

 

（第１号会計年度任用職員の費用弁償） 

第16条 条例第33条第１項の人事委員会規則で定める

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（第１号会計年度任用職員の費用弁償） 

第16条 条例第33条第１項の人事委員会規則で定める
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額は、第１号会計年度任用職員（条例第１条に規定

する第１号会計年度任用職員をいう。）を行政職給

料表の１級の職務にある職員とみなして条例の規定

を適用した場合に算出される鉄道賃、船賃、航空

賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手

当、渡航雑費及び死亡手当の額とする。 

 

（旅費の調整の基準） 

第17条 略 

 

（年度経過による区分） 

第18条 移動中における年度の経過又は職務の級の変

更等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通

費（家族移転費のうちこれらに相当する部分を含

む。）を区分して算定する必要がある場合には、年

度の経過又は職務の級の変更等の後に最初の目的地

に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算

定する。 

 

（給与の種類） 

第19条 条例第31条の２第３項の人事委員会規則で定

める給与の種類は、第13条に規定する給与とする。 

額は、第１号会計年度任用職員（条例第１条に規定

する第１号会計年度任用職員をいう。）を行政職給

料表の１級の職務にある職員とみなして条例の規定

を適用した場合に算出される鉄道賃、船賃、航空

賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、旅行雑費及び死

亡手当の額とする。 

 

（旅費の調整の基準） 

第17条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

第２条 職員の旅費等に関する条例施行規則の一部を次のように改正する。 

  別表第１及び別表第３を次のように改める。 

別表第１（第10条関係） 

区分 添付書類 

１ 鉄道賃 条例第14条第

１項第１号に

掲 げ る 運 賃

（運賃の等級

が区分された

鉄道による移

動に限る。） 

(１) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料（支出担当職員等が必要と

認める場合に限る。） 

(２) その支払を証明するに足る資料（支出担当職員等が必要と認める場

合に限る。） 

 

 

 第14条第１項

第２号から第

６号までに掲

げる費用 

その支払を証明するに足る資料（急行料金及び座席指定料金にあっては、

支出担当職員等が必要と認める場合に限る。） 

 

２ 船賃 条例第15条第

１項第１号に

掲 げ る 運 賃

（運賃の等級

が区分された

船舶による移

動に限る。） 

(１) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 

(２) その支払を証明するに足る資料 
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 条例第15条第

１項第２号か

ら第５号まで

に掲げる費用 

その支払を証明するに足る資料 

３ 航空賃  条例第16条第

１項第１号に

掲げる運賃 

(１) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料 

(２) その支払を証明するに足る資料 

 条例第16条第

１項第２号及

び第３号に掲

げる費用 

その支払を証明するに足る資料 

４ その他の交通費 

 

その支払を証明するに足る資料（支出担当職員等が必要と認める場合に限

る。） 

５ 宿泊費 (１) その支払を証明するに足る資料 

(２) 第14条の２各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

（条例第19条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同

じ。） 

６ 包括宿泊費 (１) その支払を証明するに足る資料 

(２) その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料 

７ 転居費 (１) その支払を証明するに足る資料 

(２) 転居を証明する資料 

(３) 同居する家族であることを証明する資料（家族の転居に要する費用

を含む場合に限る。） 

(４) 条例第23条第２項に規定する延長の許可を証明するに足る資料（同

項に該当する場合に限る。） 

８ 着後滞在費（宿泊手当に相

当する部分を除く。） 

(１) その支払を証明するに足る資料 

(２) 第14条の２各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 

９ 家族移転費（宿泊手当に相

当する部分を除く。） 

(１) その支払を証明するに足る資料 

(２) 移転を証明する資料 

(３) 同居する家族であることを証明する資料 

(４) 第14条の２各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料 

10 条例第３条第５項に規定す

る旅費 

(１) 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料 

(２) 旅行命令等の変更、旅費の支給を受けることができる者の死亡又は

第５条第１項各号に掲げる場合に該当することを証明する書類 

11 条例第３条第６項に規定す

る旅費 

(１) 交通機関の事故又は天災その他人事委員会が定める事情により旅費

額を喪失したことを証明するに足る資料 

(２) 喪失額を証明するに足る資料 

12 条例第７条ただし書の規定

により計算される旅費 

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に該当することを証明する

に足る資料 

別表第３（第17条関係） 

第１ 条例第31条第１項の規定を適用する場合の基準 

(１) 職員が公用の宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため宿泊手当の定額を支給すること

が適当でない場合には、当該額の一部又は全部を支給しないものとする。 

(２) 県の経費以外の経費又は旅費以外の県の経費から旅費に相当する経費が支給されるため、条例に定

める旅費を支給する必要がない場合には、当該条例に定める旅費のうち県の経費以外の経費又は旅費以
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外の県の経費から支給される旅費に相当する経費の額に相当する額を支給しないものとする。  

(３) 職員が長期間の研修のため国等に派遣されている場合において、旅費以外の経費の支給を受けるた

め条例に定める旅費を支給する必要がないときには、当該研修に係る旅費の全額を支給しないものとす

る。 

(４) 定期乗車券を利用して通勤している職員（通勤手当を支給されるものに限る。）が行う旅行の経路

に当該定期乗車券が利用できる区間が含まれており、かつ、当該定期乗車券を利用した場合の旅客運賃、

急行料金、座席指定料金及び特別車両料金（以下この号及び次号において「旅客運賃等」という。）が

条例に定める鉄道賃又はその他の交通費の額に満たない場合には、条例に定める鉄道賃又はその他の交

通費の額と当該定期乗車券を利用した場合の旅客運賃等との差額を支給しないものとする。 

(５) 回数券を利用して通勤している職員（通勤手当を支給されるものに限る。）が行う旅行（職員の勤

務時間、休暇等に関する条例（平成６年鳥取県条例第35号。以下「勤務時間条例」という。）第３条第

１項若しくは県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例（平成６年鳥取県条例第36号。以下「県

費負担教職員勤務時間条例」という。）第３条第１項に規定する週休日又は勤務時間条例第11条若しく

は県費負担教職員勤務時間条例第９条に規定する祝日法による休日若しくは年末年始の休日（次号にお

いて「週休日等」という。）に行う旅行を除く。）に当該回数券（当該旅行の日において通勤に利用し

なかった枚数に相当する部分に限る。）を利用することができる場合であって、当該回数券を利用した

場合の旅客運賃等の額が条例に定める鉄道賃又はその他の交通費の額に満たないときには、条例に定め

る鉄道賃又はその他の交通費の額と当該回数券を利用した場合の旅客運賃等の額との差額を支給しない

ものとする。 

(６) 給与条例第10条第１項第２号に規定する自動車等を利用して通勤している職員（通勤手当を支給さ

れるものに限る。）が私有自動車等を利用して行う旅行（在勤庁と用務地との間を往復する旅行（宿泊

を伴うものを除く。）及び週休日等に行う旅行を除く。）をした場合には、当該私有自動車等の利用に

係る条例に定めるその他の交通費の額のうち、人事委員会が定める額を支給しないものとする。 

(７) 職員が長期間にわたる研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行をした場合には、

宿泊手当について、条例で定めるそれぞれの額と任命権者の申請に基づき人事委員会が別に定める額と

の差額を支給しないものとする。 

(８) 水産に関する試験調査、取締り、実習等を目的とする外国旅行のうち公海上の航海、漁ろう等のた

めにするもの（公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸してした旅行を除く。）をし

た場合には、条例第29条に定める旅費の全額を支給しないものとする。 

(９) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる場合には、人事委員会の承認を得て、条

例に定める旅費の額と実費の額との差額又は必要としない旅費の額を支給しないことができるものとす

る。 

第２ 条例第31条第２項の規定を適用する場合の基準 

(１) 職員が長期間の研修のため国等に派遣される場合（赴任することとなる場合を除く。）において、

当該派遣に伴い住所又は居所を移転するときには、当該移転について赴任の場合の旅費の例により算定

した額を支給するものとする。 

(２) 職員が外国旅行であって次に掲げるものにおいて、宿泊料金が条例第29条の規定により得られる宿

泊費の額を超える宿泊施設を利用する場合であって、任命権者が特に必要があると認めるときは、当該

条例の規定により得られる宿泊費の額を超える額であって任命権者が必要であると認める額の宿泊費を

支給するものとする。 

ア 主催者等により宿泊施設があらかじめ指定されている旅行 

イ 公務上の必要により宿泊施設又は宿泊区域が限定される旅行であって、宿泊料金の高い宿泊施設を

利用することがやむを得ないと認められるもの 

ウ 旅行先の国内事情により、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるも

の 
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エ 旅行の直前に命令された旅行又は急な命令の変更がなされた旅行であって、宿泊施設の確保が困難

であるため、宿泊料金の高い宿泊施設を利用することがやむを得ないと認められるもの 

オ 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を

選択するとき 

(３) 職員が公益的法人等派遣法第５条第１項又は第２項の規定により職務に復帰する場合において、当

該復帰に伴い住所又は居所を移転するときには、当該移転について赴任の場合の旅費の例により算定し

た額を支給するものとする。 

(４) 前各号に掲げる場合のほか、特に必要があると認められる場合には、人事委員会の承認を得て、条

例の規定による旅費の額を超える額の旅費を支給することができるものとする。  

第３ 条例第31条第３項の規定を適用する場合の基準 

次に掲げる旅費について、予算の都合により条例に定める旅費を支給することができない場合には、そ

れぞれに掲げる旅費の額まで減ずることができるものとする。 

ア その他の交通費（条例第17条第５号に掲げる費用に限る。） 実費の額に相当する額 

イ 宿泊手当 条例第20条の２に定める宿泊手当の定額の２分の１に相当する額 

   附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の職員の旅費等に関する条例施行規則（以下「新規則」という。）の規定は、この規則の施行の日

（以下この項において「施行日」という。）以後に職員の旅費等に関する条例等の一部を改正する条例（令和

７年鳥取県条例第９号。以下「改正条例」という。）による改正後の職員の旅費等に関する条例（昭和45年鳥

取県条例第48号。以下「新条例」という。）第２条第３号に規定する旅行命令権者が新条例第４条第１項に規

定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の職員の旅費等に関する条

例（以下「旧条例」という。）第４条第１項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅

行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第４条第１項に規定する旅行命令権者が同項

に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第２条第３号に規定する旅行命令権者が新条例第４

条第３項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更

の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、

なお従前の例による。 

３ 新規則第５条及び第６条の規定は、新条例第３条第５項及び第６項に規定する者が同条第１項、第２項及び

第４項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第３条第１項、第２項及び

第４項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。 
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特地勤務手当に準ずる手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第19号 

特地勤務手当に準ずる手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 特地勤務手当に準ずる手当に関する規則（昭和46年鳥取県人事委員会規則第20号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（特地勤務手当に準ずる手当の月額） 

第４条 条例第11条の９第１項の規定による特地勤

務手当に準ずる手当の月額（以下「準ずる手当の

月額」という。）は、同項に規定する異動又は公

署の移転の日（職員が当該異動によりその日前１

年以内に在勤していた公署に勤務することとなっ

た場合（人事委員会が定める場合に限る。）に

は、その日前の人事委員会が定める日。以下「基

準日」という。）に受けていた給料及び扶養手当

の月額の合計額（地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第22条の４第１項又は第22条の５第１項の

規定により採用された職員（以下「定年前再任用

短時間勤務職員」という。）にあっては、現に受

ける給料の月額）に、別表第２の左欄に掲げる期

間等の区分に応じ、同表の右欄に定める支給割合

（以下「支給割合」という。）を乗じて得た額

（その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の

合計額に100分の６を乗じて得た額（以下「限度

額」という。）を超えるときは、当該限度額）と

する。 

２ 育児短時間勤務職員等（条例第４条の２第１項

に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同

じ。）以外の職員であって、基準日において育児

短時間勤務職員等であったもの（定年前再任用短

時間勤務職員を除く。）の準ずる手当の月額は、

前項の規定にかかわらず、基準日に受けていた給

料の月額を基準日における算出率（条例第４条の

２第１項に規定する算出率をいう。以下同じ。）

で除して得た額及び基準日に受けていた扶養手当

の月額の合計額に支給割合を乗じて得た額（その

額が限度額を超えるときは、当該限度額）とす

る。 

３・４ 略 

 

（特地勤務手当に準ずる手当の月額） 

第４条 条例第11条の９第１項の規定による特地勤

務手当に準ずる手当の月額（以下「準ずる手当の

月額」という。）は、同項に規定する異動又は公

署の移転の日（職員が当該異動によりその日前１

年以内に在勤していた公署に勤務することとなっ

た場合（人事委員会が定める場合に限る。）に

は、その日前の人事委員会が定める日。以下「基

準日」という。）に受けていた給料及び扶養手当

の月額の合計額に、別表第２の左欄に掲げる期間

等の区分に応じ、同表の右欄に定める支給割合

（以下「支給割合」という。）を乗じて得た額

（その額が現に受ける給料及び扶養手当の月額の

合計額に100分の６を乗じて得た額（以下「限度

額」という。）を超えるときは、当該限度額）と

する。 

 

 

 

 

２ 育児短時間勤務職員等（条例第４条の２第１項

に規定する育児短時間勤務職員等をいう。以下同

じ。）以外の職員であって、基準日において育児

短時間勤務職員等であったものの準ずる手当の月

額は、前項の規定にかかわらず、基準日に受けて

いた給料の月額を基準日における算出率（条例第

４条の２第１項に規定する算出率をいう。以下同

じ。）で除して得た額及び基準日に受けていた扶

養手当の月額の合計額に支給割合を乗じて得た額

（その額が限度額を超えるときは、当該限度額）

とする。 

 

３・４ 略 
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（条例第11条の９第２項の人事委員会規則で定める

法人） 

第４条の２ 条例第11条の９第２項の人事委員会規

則で定める法人は、次に掲げる法人とする。 

(１) 国家公務員退職手当法施行令（昭和28年政

令第215号）第９条の２各号に掲げる法人 

(２) 国家公務員退職手当法施行令第９条の４各

号に掲げる法人（前号に掲げる法人を除く。） 

(３) 地方独立行政法人法（平成15年法律第118

号）第８条第１項第５号に規定する一般地方独

立行政法人 

(４) 職員の退職手当に関する条例（昭和37年鳥

取県条例第51号）第９条第５項第２号に規定す

る地方公社 

(５) 鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関

する条例（平成14年鳥取県条例第３号）第10条

に規定する特定法人 

(６) 前各号に掲げる法人のほか、人事委員会が

これらに準ずる法人であると認めるもの 

 

第５条 略 

２ 条例第11条の９第２項の規定により同条第１項

の規定による手当を支給される職員との権衡上必

要があると認められるものとして人事委員会規則

で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１) 地方公務員法第22条の４第１項又は第22条

の５第１項の規定による採用（同法の規定によ

り退職した日の翌日におけるものに限る。以下

「定年前再任用短時間勤務職員への採用」とい

う。）をされ、準特地公署に在勤することと

なった職員で、当該公署に在勤することとなっ

たことに伴って住居を移転したもの 

(２) 新たに準特地公署に該当することとなった

公署に在勤する職員でその準特地公署に該当す

ることとなった日（以下「指定日」という。）

前３年以内に条例第11条の９第２項に規定する

国家公務員、職員以外の地方公務員又は前条に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５条 略 

２ 条例第11条の９第２項の規定により同条第１項

の規定による手当を支給される職員との権衡上必

要があると認められるものとして人事委員会規則

で定める職員は、新たに準特地公署に該当するこ

ととなった公署に在勤する職員でその準特地公署

に該当することとなった日（以下「指定日」とい

う。）前３年以内に条例第10条第５項に規定する

国家公務員等（次項において「国家公務員等」と

いう。）であった者から人事交流等により引き続

き条例の適用を受ける職員となって当該公署に在

勤することとなったことに伴って住居を移転した

ものとする。 
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規定する法人に使用されるものであった者（次

項において「国家公務員等」という。）であっ

た者から人事交流等により引き続き条例の適用

を受ける職員となり、又は定年前再任用短時間

勤務職員への採用をされ、当該公署に在勤する

こととなったことに伴って住居を移転したもの 

 (３) 定年前再任用短時間勤務職員への採用をさ

れ、かつ、当該採用の日の前日に在勤していた

公署に引き続き在勤することとなった職員のう

ち、当該採用の日前から引き続き勤務していた

ものとした場合に、条例第11条の９第２項に規

定する新たに準特地公署に該当することとなっ

た公署に在勤する職員で、指定日前３年以内に

当該公署に異動し、当該異動に伴って住居を移

転したものとなるもの 

 (４) 定年前再任用短時間勤務職員への採用をさ

れた職員で、当該採用の日の前日に条例第11条

の９第１項又は第２項の規定による特地勤務手

当に準ずる手当を支給されていたもののうち、

当該採用の日前から引き続き勤務していたもの

とした場合に、これらの項の規定による特地勤

務手当に準ずる手当の支給要件を具備すること

となるもの 

 (５) 前各号に掲げるもののほか、前各号に規定

する職員との権衡上必要がある職員として人事

委員会が認めるもの 

３ 条例第11条の９第２項の規定による特地勤務手

当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に

掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１) 国家公務員等であった者から人事交流等に

より引き続き条例の適用を受ける職員となって

準特地公署に在勤することとなったことに伴っ

て住居を移転した職員又は前項第１号に規定す

る職員 当該職員が条例の適用を受けることと

なった日又は定年前再任用短時間勤務職員への

採用をされた日に準特地公署に異動したものと

した場合に第３条、第４条及び第９条の規定に

より支給されることとなる期間及び額 

(２) 新たに準特地公署に該当することとなった

公署に在勤する職員で指定日前３年以内に当該

公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転し

たもの 当該職員の指定日に在勤する公署が当

該異動の日前に準特地公署に該当していたもの

とした場合に第３条、第４条及び第９条の規定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 条例第11条の９第２項の規定による特地勤務手

当に準ずる手当の支給期間及び額は、次の各号に

掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定

めるところによる。 

(１) 国家公務員等であった者から人事交流等に

より引き続き条例の適用を受ける職員となって

準特地公署に在勤することとなったことに伴っ

て住居を移転した職員 当該職員が条例の適用

を受けることとなった日に準特地公署に異動し

たものとした場合に前２条及び第９条の規定に

より支給されることとなる期間及び額 

 

 

(２) 新たに準特地公署に該当することとなった

公署に在勤する職員で指定日前３年以内に当該

公署に異動し、当該異動に伴って住居を移転し

たもの 当該職員の指定日に在勤する公署が当

該異動の日前に準特地公署に該当していたもの

とした場合に前２条及び第９条の規定により指
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により指定日以降支給されることとなる期間及

び額 

(３) 前項第２号に規定する職員 当該職員の指

定日に在勤する公署が、当該職員が条例の適用

を受けることとなった日又は定年前再任用短時

間勤務職員への採用をされた日前に準特地公署

に該当していたものとし、かつ、当該職員がそ

の日の当該公署に異動したものとした場合に第

３条、第４条及び第９条の規定により指定日以

降支給されることとなる期間及び額 

(４) 前項第３号に規定する職員 当該職員が同

号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職

員として引き続き勤務していたものとした場合

に第３条及び第４条第１項の規定により指定日

以降支給されることとなる期間及び額 

(５) 前項第４号に規定する職員 当該職員が同

号の採用の日前から定年前再任用短時間勤務職

員として引き続き勤務していたものとした場合

に第３条及び第４条第１項又はこの項の規定に

より当該採用の日以降支給されることとなる期

間及び額 

(６) 前項第５号に規定する職員 別に人事委員

会が定める期間及び額 

 

定日以降支給されることとなる期間及び額 

 

(３) 前項に規定する職員 当該職員の指定日に

在勤する公署が当該職員が条例の適用を受ける

こととなった日前に準特地公署に該当していた

ものとし、かつ、当該職員がその日の当該公署

に異動したものとした場合に前２条及び第９条

の規定により指定日以降支給されることとなる

期間及び額 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（暫定再任用職員に関する経過措置） 

第２条 職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年鳥取県条例第26号）附則第３条第

４項に規定する暫定再任用職員（次項及び次条において「暫定再任用職員」という。）は、地方公務員法（昭

和25年法律第261号。次条において「法」という。）第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規定により採

用された職員（次条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。）とみなして、この規則による改正後

の特地勤務手当に準ずる手当に関する規則（以下「改正後の規則」という。）第４条第１項及び第２項の規定

を適用する。 

２ 暫定再任用職員に対する改正後の規則第４条第３項及び第４項の規定の適用については、同条第３項中「育

児短時間勤務職員等以外の職員であったもの」とあるのは「育児短時間勤務職員等以外の職員であったもの

（職員の定年の引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例（令和４年鳥取県条例第26号）附則第３条第４項

に規定する暫定再任用職員（以下「暫定再任用職員」という。）を除く。）」と、同条第４項中「育児短時間

勤務職員等であったもの」とあるのは「育児短時間勤務職員等であったもの（暫定再任用職員を除く。）」

と、改正後の規則第５条第２項及び第３項の規定の適用については、同条第２項第１号中「地方公務員法第22

条の４第１項又は第22条の５第１項の規定による採用」とあるのは「地方公務員法の一部を改正する法律（令

和３年法律第63号。以下「令和３年改正法」という。）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を令

和３年改正法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項若しくは第３

項、第６条第１項若しくは第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）又は第７条第１項若しくは第３項の規定による採用」と、「退職した日」とあるのは
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「退職した日又は令和３年改正法附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９

条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若し

くは第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）若しくは第７条第１項若しくは第３項の規定による採用に係る任期が満了した日」と、「「定年前再任

用短時間勤務職員への採用」という」とあるのは「「暫定再任用」という」と、同項第２号から第４号まで並

びに同条第３項第１号及び第３号中「定年前再任用短時間勤務職員への採用」とあるのは「暫定再任用」と、

同項第４号及び第５号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「暫定再任用職員」とする。 

（定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員への特地勤務手当に準ずる手当に関する経過措置） 

第３条 改正後の規則第５条第２項第１号及び第２号の規定は、令和７年４月１日以後に法第22条の４第１項若

しくは第22条の５第１項又は地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第63号。以下「令和３年改正

法」という。）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項（これ

らの規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を含む。）若しくは第７条

第１項若しくは第３項（以下この条において「法第22条の４第１項等の規定」という。）の規定による採用を

された定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。 

２ 改正後の規則第５条第２項第３号の規定は、令和７年４月１日以後に法第22条の４第１項等の規定による採

用をされ、当該採用の日前から引き続き勤務していたものとした場合に、同号に規定する異動をした日が令和

７年４月１日以後である定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員について適用する。 

３ 改正後の規則第５条第２項第４号の規定は、令和７年４月１日以後に法第22条の４第１項等の規定による採

用をされ、当該採用の日の前日に支給されていた職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例第３号）第11

条の９第１項又は第２項の規定による特地勤務手当に準ずる手当の支給要件を具備するに至った日が令和７年

４月１日以後である場合について適用する。 
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住居手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

                          鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第20号 

住居手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

 住居手当に関する規則（昭和49年鳥取県人事委員会規則第33号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（適用除外職員) 

第２条 条例第９条の５第１項第１号の人事委員会規

則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

(１)・(２) 略 

(３) 職員の扶養親族たる者（職員の配偶者（届出

をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。以下この号において同じ。）で他に生計

の途がなく主として当該職員の扶養を受けている

もの及び条例第８条第２項に規定する扶養親族を

いう。以下この号において同じ。）が所有する住

宅及び職員の配偶者、父母又は配偶者の父母で、

職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は

借り受け、居住している住宅並びに人事委員会が

これらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借

り受けて当該住宅に居住している職員 

 

（権衡職員の範囲） 

第４条 条例第９条の５第１項第２号の人事委員会規

則で定める職員は、単身赴任手当の支給に関する規

則（平成２年鳥取県人事委員会規則第１号）第５条

に該当する職員で、同条第３号に規定する満18歳に

達する日以後最初の３月31日までの間にある子が居

住するための住宅として、同号に規定する異動等

（地方公務員法第22条の４第１項又は第22条の５第

１項の規定による採用（同法の規定により退職した

日の翌日におけるものに限る。）をされた職員に

あっては当該採用、公益的法人等派遣条例第２条第

３項第１号に規定する職員派遣後職務に復帰した職

員にあっては当該復帰）の直前の住居であった住宅

（県が設置する公舎並びに前条に規定する住宅及び

職員宿舎を除く。）又はこれに準ずるものとして人

事委員会の定める住宅を借り受け、月額１万2,000円

を超える家賃を支払っているものとする。 

 

（届出） 

 

（適用除外職員） 

第２条 条例第９条の５第１項第１号の人事委員会規

則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

(１)・(２) 略 

(３) 職員の扶養親族たる者（条例第８条に規定す

る扶養親族で条例第９条第１項の規定による届出

がされている者に限る。以下この号において同

じ。）が所有する住宅及び職員の配偶者（婚姻の

届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情

にある者を含む。以下この号において同じ。）、

父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者

以外のものが所有し、又は借り受け、居住してい

る住宅並びに人事委員会がこれらに準ずると認め

る住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居

住している職員 

 

（権衡職員の範囲） 

第４条 条例第９条の５第１項第２号の人事委員会規

則で定める職員は、単身赴任手当の支給に関する規

則（平成２年鳥取県人事委員会規則第１号）第５条

第２項に該当する職員で、同項第２号に規定する満

18歳に達する日以後最初の３月31日までの間にある

子が居住するための住宅として、同号に規定する異

動又は公署の移転（条例第10条第５項に規定する国

家公務員等から人事交流等により引き続き条例の適

用を受ける職員となった者にあっては当該適用、公

益的法人等派遣条例第２条第３項第１号に規定する

職員派遣後職務に復帰した職員にあっては当該復

帰）の直前の住居であった住宅（県が設置する公舎

並びに前条に規定する住宅及び職員宿舎を除く。）

又はこれに準ずるものとして人事委員会の定める住

宅を借り受け、月額１万2,000円を超える家賃を支

払っているものとする。 

 

（届出） 
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第５条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、任命権者において居住

の実情を認定することができる場合として人事委員

会が定める場合には、同項の規定による届出を要し

ない。 

 

(確認及び決定) 

第６条 任命権者は、職員から前条第１項の規定によ

る届出があったときは、その届出に係る事実を確認

し、その者が条例第９条の５第１項の職員たる要件

を具備するとき（前条第２項に規定する場合に該当

するときを含む。）は、その者に支給すべき住居手

当の月額を決定し、又は改定しなければならない。 

２・３ 略 

 

（家賃の算定の基準） 

第７条 第５条第１項の規定による届出に係る職員が

家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家

賃の額が明確でないときは、任命権者は、人事委員

会の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算

定するものとする。 

 

（支給の始期及び終期） 

第８条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第９条

の５第１項の職員たる要件を具備するに至った日の

属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から開始し、職員が同項に規定

する要件を欠くに至った日（人事委員会が定める場

合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日

で人事委員会が定める日）の属する月（その日が月

の初日であるときは、その日の属する月の前月）を

もって終わる。ただし、住居手当の支給の開始につ

いては、第５条第１項の規定による届出がこれに係

る事実の生じた日から15日を経過した後にされたと

きは、その届出を受理した日の属する月の翌月（そ

の日が月の初日であるときは、その日の属する月）

から行うものとする。 

２ 略 

第５条 略 

 

 

 

 

 

（確認及び決定） 

第６条 任命権者は、職員から前条の規定による届出

があったときは、その届出に係る事実を確認し、そ

の者が条例第９条の５第１項の職員たる要件を具備

するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を

決定し、又は改定しなければならない。 

 

２・３ 略 

 

（家賃の算定の基準） 

第７条 第５条の規定による届出に係る職員が家賃と

食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額

が明確でないときは、任命権者は、人事委員会の定

める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定する

ものとする。 

 

（支給の始期及び終期） 

第８条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第９条

の５第１項の職員たる要件を具備するに至った日の

属する月の翌月（その日が月の初日であるときは、

その日の属する月）から開始し、職員が同項に規定

する要件を欠くに至った日の属する月（その日が月

の初日であるときは、その日の属する月の前月）を

もって終わる。ただし、住居手当の支給の開始につ

いては、第５条の規定による届出がこれに係る事実

の生じた日から15日を経過した後にされたときは、

その届出を受理した日の属する月の翌月（その日が

月の初日であるときは、その日の属する月）から行

うものとする。 

 

 

２ 略 

  

附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

 



  令和７年３月 31 日 月曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 37 号   

- 76 - 

 義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第21号 

義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

第１条 義務教育等教員特別手当に関する規則（昭和50年鳥取県人事委員会規則第19号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（教育職員） 

第２条 条例第16条の８第４項の人事委員会規則で定

める職員は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導

教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、

養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員とする。 

 

（教育職員） 

第２条 条例第16条の８第４項の人事委員会規則で定

める職員は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、教

諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教

諭、実習助手及び寄宿舎指導員とする。 

  

第２条 義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を次のように改正する。 

  別表第１及び別表第２を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

  教育職給料表(２)の適用を受ける者 

職員の区

分 

職務の級 

号給 
１級 ２級 特２級 ３級 ４級 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

 円 円 円 円 円

１から４まで 2,000 2,100 4,000 4,900 7,400

５から８まで 2,000 2,300 4,300 5,100 7,500

９から12まで 2,100 2,400 4,500 5,200 7,600

13から16まで 2,200 2,500 4,700 5,400 7,700

17から20まで 2,300 2,600 4,900 5,500 7,900

21から24まで 2,400 2,800 5,100 5,700 8,000

25から28まで 2,600 2,900 5,300 5,900 8,000

29から32まで 2,700 3,000 5,400 6,000 8,000

33から36まで 2,800 3,200 5,600 6,100 8,000

37から40まで 2,900 3,300 5,700 6,300

41から44まで 3,100 3,500 5,800 6,400

45から48まで 3,200 3,700 6,000 6,600

49から52まで 3,300 3,800 6,100 6,800

53から56まで 3,400 4,100 6,300 6,900 

57から60まで 3,500 4,300 6,400 7,000 

61から64まで 3,600 4,500 6,500 7,100 

65から68まで 3,700 4,800 6,700 7,200 
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69から72まで 3,800 4,900 6,800 7,300 

73から76まで 3,900 5,100 6,900 7,400 

77から80まで 4,000 5,300 6,900 7,500 

81から84まで 4,100 5,400 7,000 7,500 

85から88まで 4,100 5,500 7,200 7,500 

89から92まで 4,200 5,600 7,200 7,500 

93から96まで 4,300 5,800 7,200 7,500 

97から100まで 4,400 5,900 7,300  

101から104まで 4,400 6,100  

105から108まで 4,500 6,200  

109から112まで 4,500 6,300   

113から116まで 4,600 6,400   

117から120まで 4,700 6,500   

121から124まで 4,700 6,600   

125から128まで 4,800 6,700   

129から132まで  6,800   

133から149まで  6,900   

定年前再

任用短時

間勤務職

員 

 

3,400 4,800 5,100 5,300 5,600

別表第２（第４条関係） 

教育職給料表(１)の適用を受ける者 

職員の区

分 

職務の級

号給 
１級 ２級 特２級 ３級 ４級 

定年前再

任用短時

間勤務職

員以外の

職員 

 円 円 円 円 円

１から４まで 2,000 2,500 4,000 5,700 7,400

５から８まで 2,000 2,600 4,300 5,900 7,500

９から12まで 2,100 2,800 4,500 6,000 7,600

13から16まで 2,200 2,900 4,700 6,100 7,700

17から20まで 2,300 3,000 4,900 6,300 7,900

21から24まで 2,400 3,200 5,100 6,400 8,000

25から28まで 2,600 3,300 5,300 6,600 8,000

29から32まで 2,700 3,500 5,400 6,800 8,000

33から36まで 2,800 3,700 5,600 6,900 8,000

37から40まで 2,900 3,800 5,700 7,000

41から44まで 3,100 4,100 5,800 7,100

45から48まで 3,200 4,300 6,000 7,200



  令和７年３月 31 日 月曜日      鳥 取 県 公 報             号外第 37 号   

- 78 - 

49から52まで 3,300 4,500 6,100 7,300

53から56まで 3,400 4,800 6,300 7,400 

57から60まで 3,500 4,900 6,400 7,500 

61から64まで 3,600 5,100 6,500 7,500 

65から68まで 3,700 5,300 6,700 7,500 

69から72まで 3,800 5,400 6,800 7,500 

73から76まで 3,900 5,500 6,900 7,500 

77から80まで 4,000 5,600 6,900  

81から84まで 4,100 5,800 7,000  

85から88まで 4,100 5,900 7,200  

89から92まで 4,200 6,100 7,200  

93から96まで 4,300 6,200 7,200  

97から100まで 4,400 6,300 7,300  

101から104まで 4,400 6,400   

105から108まで 4,500 6,500   

109から112まで 4,500 6,600   

113から116まで 4,600 6,700   

117から120まで 4,700 6,800   

121から124まで 4,700 6,900   

125から128まで 4,800 6,900   

129から132まで 4,900 6,900   

133から136まで 4,900 6,900   

137から140まで 4,900 6,900   

141から144まで 5,000    

145から153まで 5,100    

定 年 前 再

任 用 短 時

間 勤 務 職

員 

 

3,600 4,800 5,100 5,300 5,600

附 則 

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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 単身赴任手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

                          鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第22号 

単身赴任手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 

 単身赴任手当の支給に関する規則（平成２年鳥取県人事委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

（やむを得ない事情） 

第２条 給与条例第10条の２第１項及び第３項の人事

委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げ

る事情とする。 

(１) 配偶者（届出をしないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者を含む。以下同じ。）が疾病等

により介護を必要とする状態にある職員若しくは

配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。 

(２)～(５) 略 

 

（権衡職員の範囲） 

第５条  

 

 

 

給与条例第10条の２第３項の同条第１項の規定に

よる単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要

があると認められるものとして人事委員会規則で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

(１) 鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関す

る条例（平成14年鳥取県条例第３号）第２条第３

項第１号に規定する職員派遣後職務に復帰したこ

とに伴い、住居を移転し、第２条に規定するやむ

を得ない事情により、同居していた配偶者と別居

することとなった職員で、当該事由の発生の直前

の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公署

に通勤することが第３条に規定する基準に照らし

て困難であると認められるもののうち、単身で生

活することを常況とする職員 

 

 

 

 

 

 

 

（やむを得ない事情） 

第２条 給与条例第10条の２第１項及び第３項の人事

委員会規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げ

る事情とする。 

(１) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態

にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族

を介護すること。 

 

(２)～(５) 略 

 

（権衡職員の範囲等） 

第５条 給与条例第10条の２第３項の任用の事情等を

考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流

等により給与条例の適用を受ける職員となった者と

する。 

２ 給与条例第10条の２第３項の同条第１項の規定に

よる単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要

があると認められるものとして人事委員会規則で定

める職員は、次に掲げる職員とする。 

(１) 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転

し、第２条に規定するやむを得ない事情により、

同居していた配偶者と別居することとなった職員

で、当該事由の発生の直前の住居から当該事由の

発生の直後に在勤する公署に通勤することが第３

条に規定する基準に照らして困難であると認めら

れるもののうち、単身で生活することを常況とす

る職員 

 

   

ア 地方公務員法（昭和25年法律第261号）第22条

の４第１項又は第22条の５第１項の規定による

採用（同法の規定により退職した日の翌日にお

けるものに限る。）をされたこと。 

 イ 鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関す

る条例（平成14年鳥取県条例第３号）第２条第
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(２) 公署を異にする異動若しくは在勤する公署の

移転又は新たに給与条例の適用を受けることと

なった職員の当該適用（以下「異動等」とい

う。）に伴い、住居を移転し、第２条に規定する

やむを得ない事情により、同居していた配偶者と

別居することとなった職員であって、当該異動等

の直前の住居から当該異動等の直後に在勤する公

署に通勤することが第３条に規定する基準に照ら

して困難であると認められる職員以外の職員で当

該異動等の直後に在勤する公署における職務の遂

行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認

めるもののうち、単身で生活することを常況とす

る職員 

(３) 異動等に伴い、住居を移転し、第２条に規定

するやむを得ない事情に準じて人事委員会の定め

る事情（以下単に「人事委員会の定める事情」と

いう。）により、同居していた満18歳に達する日

以後の最初の３月31日までの間にある子と別居す

ることとなった職員（配偶者のない職員に限

る。）で、当該異動等の直前の住居から当該異動

等の直後に在勤する公署に通勤することが第３条

に規定する基準に照らして困難であると認められ

るもの（当該異動等の直後に在勤する公署におけ

る職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと人事

委員会が認めるものを含む。）のうち、単身で生

活することを常況とする職員 

 

 

(４) 異動等に伴い、住居を移転した後、人事委員

会の定める特別の事情により、当該異動等の直前

に同居していた配偶者（配偶者のない職員にあっ

ては、満18歳に達する日以後の最初の３月31日ま

での間にある子。以下「配偶者等」という。）と

別居することとなった職員（当該別居が当該異動

等の日から起算して３年以内に生じた職員に限

る。）で、当該別居の直後の配偶者等の住居から

当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが

第３条に規定する基準に照らして困難であると認

められるもの（当該別居の直後に在勤する公署に

おける職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同

居することができないと人事委員会が認めるもの

を含む。）のうち、単身で生活することを常況と

する職員 

３項第１号に規定する職員派遣後職務に復帰し

たこと。 

(２) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転

に伴い、住居を移転し、第２条に規定するやむを

得ない事情により、同居していた配偶者と別居す

ることとなった職員であって、当該異動又は公署

の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転

の直後に在勤する公署に通勤することが第３条に

規定する基準に照らして困難であると認められる

職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後

に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転

せざるを得ないと人事委員会が認めるもののう

ち、単身で生活することを常況とする職員 

 

 

(３) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転

に伴い、住居を移転し、第２条に規定するやむを

得ない事情に準じて人事委員会の定める事情（以

下単に「人事委員会の定める事情」という。）に

より、同居していた満18歳に達する日以後の最初

の３月31日までの間にある子と別居することと

なった職員（配偶者のない職員に限る。）で、当

該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動

又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤する

ことが第３条に規定する基準に照らして困難であ

ると認められるもの（当該異動又は公署の移転の

直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を

移転せざるを得ないと人事委員会が認めるものを

含む。）のうち、単身で生活することを常況とす

る職員 

(４) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転

に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める

特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直

前に同居していた配偶者（配偶者のない職員に

あっては、満18歳に達する日以後の最初の３月31

日までの間にある子。以下「配偶者等」とい

う。）と別居することとなった職員（当該別居が

当該異動又は公署の移転の日から起算して３年以

内に生じた職員に限る。）で、当該別居の直後の

配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公

署に通勤することが第３条に規定する基準に照ら

して困難であると認められるもの（当該別居の直

後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移

転して配偶者等と同居することができないと人事

委員会が認めるものを含む。）のうち、単身で生
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(５) 異動等に伴い、住居を移転し、第２条に規定

するやむを得ない事情（配偶者のない職員にあっ

ては、人事委員会の定める事情）により、同居し

ていた配偶者等と別居することとなった職員で、

当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に

在勤する公署に通勤することが第３条に規定する

基準に照らして困難であると認められるもの（当

該異動等の直後に在勤する公署における職務の遂

行上住居を移転せざるを得ないと人事委員会が認

めるものを含む。）のうち、満15歳に達する日以

後の最初の３月31日までの間にある子のみと同居

して生活することを常況とする職員 

 

 

(６) 異動等に伴い、住居を移転した後、人事委員

会の定める特別の事情により、当該異動等の直前

に同居していた配偶者等と別居することとなった

職員（当該別居が当該異動等の日から起算して３

年以内に生じた職員に限る。）で、当該別居の直

後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤す

る公署に通勤することが第３条に規定する基準に

照らして困難であると認められるもの（当該別居

の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居

を移転して配偶者等と同居することができないと

人事委員会が認めるものを含む。）のうち、満15

歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にあ

る子のみと同居して生活することを常況とする職

員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(７) 略 

 

（届出） 

第７条 略 

２ 前項の規定にかかわらず、任命権者において配偶

者等との別居の状況等を認定することができる場合

活することを常況とする職員 

(５) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転

に伴い、住居を移転し、第２条に規定するやむを

得ない事情（配偶者のない職員にあっては、人事

委員会の定める事情）により、同居していた配偶

者等と別居することとなった職員で、当該異動又

は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署

の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第

３条に規定する基準に照らして困難であると認め

られるもの（当該異動又は公署の移転の直後に在

勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざ

るを得ないと人事委員会が認めるものを含む。）

のうち、満15歳に達する日以後の最初の３月31日

までの間にある子のみと同居して生活することを

常況とする職員 

(６) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転

に伴い、住居を移転した後、人事委員会の定める

特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直

前に同居していた配偶者等と別居することとなっ

た職員（当該別居が当該異動又は公署の移転の日

から起算して３年以内に生じた職員に限る。）

で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別

居の直後に在勤する公署に通勤することが第３条

に規定する基準に照らして困難であると認められ

るもの（当該別居の直後に在勤する公署における

職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居する

ことができないと人事委員会が認めるものを含

む。）のうち、満15歳に達する日以後の最初の３

月31日までの間にある子のみと同居して生活する

ことを常況とする職員 

(７) 第２号から前号までの規定中「公署を異にす

る異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるの

を「給与条例第10条第５項に規定する国家公務員

等から人事交流等により引き続き給与条例の適用

を受ける職員となったこと又は第１号アに規定す

る採用に伴い」と、「異動又は公署の移転」とあ

るのを「適用又は第１号アに規定する採用」と読

み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件

に該当することとなる職員 

(８) 略 

 

（届出） 

第７条 略 
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として人事委員会が定める場合には、同項の規定に

よる届出を要しない。 

 

（確認及び決定） 

第８条 任命権者は、職員から前条第１項の規定によ

る届出があったときは、その届出に係る事実を確認

し、その者が給与条例第10条の２第１項又は第３項

の職員たる要件を具備するとき（前条第２項に規定

する場合に該当するときを含む。）は、その者に支

給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定し

なければならない。 

２・３ 略 

 

(支給の始期及び終期) 

第９条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条

例第10条の２第１項又は第３項の職員たる要件を具

備するに至った日の属する月の翌月（その日が月の

初日であるときは、その日の属する月）から開始

し、職員が同条第１項又は第３項に規定する要件を

欠くに至った日（人事委員会が定める場合にあって

は、当該要件を欠くに至った日以降の日で人事委員

会が定める日）の属する月（その日が月の初日であ

るときは、その日の属する月の前月）をもって終わ

る。ただし、単身赴任手当の支給の開始について

は、第７条第１項の規定による届出がこれに係る事

実の生じた日から15日を経過した後にされたとき

は、その届出を受理した日の属する月の翌月（その

日が月の初日であるときは、その日の属する月）か

ら行うものとする。 

２ 略 

 

 

 

（確認及び決定) 

第８条 任命権者は、職員から前条の規定による届出

があったときは、その届出に係る事実を確認し、そ

の者が給与条例第10条の２第１項又は第３項の職員

たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単

身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければな

らない。 

 

２・３ 略 

 

（支給の始期及び終期） 

第９条 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条

例第10条の２第１項又は第３項の職員たる要件を具

備するに至った日の属する月の翌月（その日が月の

初日であるときは、その日の属する月）から開始

し、職員が同条第１項又は第３項に規定する要件を

欠くに至った日の属する月（その日が月の初日であ

るときは、その日の属する月の前月）をもって終わ

る。ただし、単身赴任手当の支給の開始について

は、第７条の規定による届出がこれに係る事実の生

じた日から15日を経過した後にされたときは、その

届出を受理した日の属する月の翌月（その日が月の

初日であるときは、その日の属する月）から行うも

のとする。 

 

 

２ 略 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 改正後の単身赴任手当の支給に関する規則第５条第１号から第６号までの規定は、この規則の施行の日前に

新たに職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例第３号）の適用を受ける職員となった者にも適用する。 

（単身赴任手当の支給に関する規則の一部を改正する規則の一部改正） 

３ 単身赴任手当の支給に関する規則の一部を改正する規則（令和５年鳥取県人事委員会規則第17号）の一部を

次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

   附 則 

 

 

   附 則 

（施行期日） 
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  この規則は、令和５年４月１日から施行する。 １ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（暫定再任用職員等に関する経過措置） 

２ 次に掲げる事由の発生に伴い、住居を移転し、単

身赴任手当の支給に関する規則第２条に規定するや

むを得ない事情により、同居していた配偶者と別居

することとなった職員であって、当該事由の発生の

直前の住居から当該事由の発生の直後に在勤する公

署に通勤することが同規則第３条に規定する基準に

照らして困難であると認められるもののうち、単身

で生活することを常況とするものとなった暫定再任

用職員（地方公務員法の一部を改正する法律（令和

３年法律第63号。以下「令和３年改正法」とい

う。）附則第４条第１項若しくは第２項（これらの

規定を令和３年改正法附則第９条第３項の規定によ

り読み替えて適用する場合を含む。）、第５条第１

項若しくは第３項、第６条第１項若しくは第２項

（これらの規定を令和３年改正法附則第９条第３項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。）又

は第７条第１項若しくは第３項の規定により採用さ

れた職員をいう。）は、職員の給与に関する条例

（昭和26年鳥取県条例第３号）第10条の２第３項の

同条第１項の規定による単身赴任手当を支給される

職員との権衡上必要があると認められるものとして

人事委員会規則で定める職員とする。 

(１) 令和３年改正法附則第４条第１項（令和３年

改正法附則第９条第３項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）、第５条第１項、第６条

第１項（令和３年改正法附則第９条第３項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）又は第

７条第１項の規定による採用（令和３年改正法に

よる改正前の地方公務員法（昭和25年法律第261

号。以下「旧法」という。）第28条の２第１項の

規定により退職した日（旧法第28条の３又は令和

３年改正法附則第３条第５項若しくは第６項の規

定により勤務した後退職した日及び旧法第28条の

４第１項、第28条の５第１項、第28条の６第１項

若しくは第２項又は令和３年改正法附則第４条第

１項（令和３年改正法附則第９条第３項の規定に

より読み替えて適用する場合を含む。）、第５条

第１項、第６条第１項（令和３年改正法附則第９

条第３項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）若しくは第７条第１項の規定による採用

に係る任期が満了した日を含む。）の翌日におけ

るものに限る。）をされたこと。 

(２) 令和３年改正法附則第４条第２項（令和３年
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改正法附則第９条第３項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）、第５条第３項、第６条

第２項（令和３年改正法附則第９条第３項の規定

により読み替えて適用する場合を含む。）又は第

７条第３項の規定による採用（令和３年改正法に

よる改正後の地方公務員法（以下「新法」とい

う。）第28条の６第１項の規定により退職した日

（新法第28条の７第１項又は第２項の規定により

勤務した後退職した日及び新法第22条の４第１項

若しくは第22条の５第１項又は令和３年改正法附

則第４条第２項（令和３年改正法附則第９条第３

項の規定により読み替えて適用する場合を含

む。）、第５条第３項、第６条第２項（令和３年

改正法附則第９条第３項の規定により読み替えて

適用する場合を含む。）若しくは第７条第３項の

規定による採用に係る任期が満了した日を含

む。）の翌日におけるものに限る。）をされたこ

と。 

３ 令和３年改正法附則第４条第２項（令和３年改正

法附則第９条第３項の規定により読み替えて適用す

る場合を含む。）、第５条第３項、第６条第２項

（令和３年改正法附則第９条第３項の規定により読

み替えて適用する場合を含む。）又は第７条第３項

の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日

に新法第22条の４第１項又は第22条の５第１項の規

定により採用された職員に対する単身赴任手当の支

給に関する規則第５条第２項の規定の適用について

は、同項第１号ア中「退職した日」とあるのは、

「退職した日（地方公務員法の一部を改正する法律

（令和３年法律第63号。以下「令和３年改正法」と

いう。）附則第４条第２項（令和３年改正法附則第

９条第３項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）、第５条第３項、第６条第２項（令和３年

改正法附則第９条第３項の規定により読み替えて適

用する場合を含む。）又は第７条第３項の規定によ

り採用され勤務した後退職した日を含む。）」とす

る。 

４ この規則の施行の日前に、改正前の単身赴任手当

の支給に関する規則第５条第２項第１号アに該当す

る採用をされた職員については、同項の規定は、こ

の規則の施行後も、なおその効力を有する。 
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管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第23号 

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則 

 

管理職員特別勤務手当の支給に関する規則（平成３年鳥取県人事委員会規則第26号）の一部を次のように改正

する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（管理職員特別勤務手当の額等） 

第３条 略 

２・３ 略 

４ 次に掲げる場合には、給与条例第16条の３第２項

の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

この場合において、職員がした同条第２項の勤務

は、同条第１項の勤務とみなす。 

(１) 給与条例第16条の３第１項の勤務をした後、

引き続いて同条第２項の勤務をした場合 

(２) 給与条例第16条の３第２項の勤務をした後、

引き続いて同条第１項の勤務をした場合 

 

（管理職員特別勤務手当の額等） 

第３条 略 

２・３ 略 

４ 前条に規定する職員が、給与条例第16条の３第

１項の勤務に引き続いて同条第２項の勤務をした

場合は、同項の規定による管理職員特別勤務手当

を支給しない。 

附 則  

この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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 職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する

規則をここに公布する。 

  令和７年３月 31 日 

                          鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第24号 

職員の勤務時間、休暇等に関する規則及び県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正

する規則 

 

（職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第１条 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第15号）の一部を次のように改

正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（条例第３条第３項の規定に基づく勤務時間の割振り

の基準等） 

第１条の３ 条例第３条第３項の規定に基づく勤務時

間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

(１) １日につき２時間から４時間の範囲内で任命

権者が部局又は機関ごとにあらかじめ定める時間

以上の勤務時間を割り振ること。ただし、休日

（条例第11条に規定する祝日法による休日及び年

末年始の休日をいう。以下同じ。）その他人事委

員会の定める日については、７時間45分とするこ

と。 

(２) 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４

時までの時間帯において、休憩時間を除き、２時

間から４時間の範囲内で任命権者が部局又は機関

ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部

局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時

間を割り振る職員に共通する勤務時間とするこ

と。 

(３) 前２号の規定にかかわらず、条例第３条第３

項に規定する単位期間をその初日から１週間ごと

に区分した期間（第１条の５第１項第１号及び同

項第４号において「区分期間」という。）内の１

日に限り、勤務時間を第１号の規定により割り振

る勤務時間未満とすることができること。 

(４) 始業の時刻は午前５時以後に、終業の時刻は

午後10時以前に設定すること。 

２・３ 略  

 

（条例第３条第３項の規定に基づく勤務時間の割振り

の基準等） 

第１条の３ 条例第３条第３項の規定に基づく勤務時

間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

(１) 勤務時間は、１日につき６時間以上とするこ

と。ただし、休日（条例第11条に規定する祝日法

による休日及び年末年始の休日をいう。以下同

じ。）その他人事委員会の定める日については、

７時間45分とすること。 

 

 

(２) 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４

時までの時間帯において、休憩時間を除き、任命

権者が部局又は機関ごとにあらかじめ定める連続

する５時間は、当該部局又は機関に勤務するこの

項の基準により勤務時間を割り振る職員に共通す

る勤務時間とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

(３) 始業の時刻は午前６時30分以後に、終業の時

刻は午後10時以前に設定すること。 

２・３ 略  

 

（条例第３条第４項の規定に基づく週休日及び勤務時

間の割振りの基準等） 

（条例第３条第４項の規定に基づく週休日及び勤務時

間の割振りの基準等） 
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第１条の５ 条例第３条第４項の規定に基づく週休日

（条例第３条第１項に規定する週休日をいう。以下

同じ。）及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準

に適合するものでなければならない。 

(１) 条例第３条第１項の規定による週休日に加え

て設ける週休日は、区分期間につき１日を限度と

すること。 

 

 

(２) 勤務時間は、１日につき２時間から４時間の

範囲内で任命権者が部局又は機関ごとにあらかじ

め定める時間以上の勤務時間を割り振ること。た

だし、休日その他人事委員会の定める日について

は、７時間45分とすること。 

(３) 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４

時までの時間帯において、休憩時間を除き、２時

間から４時間の範囲内で任命権者が部局又は機関

ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該部

局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時

間を割り振る職員に共通する勤務時間とするこ

と。 

(４) 前２号の規定にかかわらず、条例第３条第１

項の規定による週休日に加えて週休日を設けない

区分期間内の１日については、勤務時間を第２号

の規定により割り振る勤務時間未満とすることが

できること。 

(５) 始業の時刻は午前５時以後に、終業の時刻は

午後10時以前に設定すること。 

２・３ 略 

 

第１条の５ 条例第３条第４項の規定に基づく週休日

（条例第３条第１項に規定する週休日をいう。以下

同じ。）及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準

に適合するものでなければならない。 

(１) 条例第３条第１項の規定による週休日に加え

て設ける週休日は、同条第３項に規定する単位期

間をその初日から１週間ごとに区分した期間（第

４号において「区分期間」という。）につき１日

を限度とすること。 

(２) 勤務時間は、１日につき４時間以上とするこ

と。ただし、休日その他人事委員会の定める日に

ついては、７時間45分とすること。 

 

 

(３) 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４

時までの時間帯において、休憩時間を除き、任命

権者が部局又は機関ごとに２時間以上４時間30分

以下であらかじめ定める連続する時間は、当該部

局又は機関に勤務するこの項の基準により勤務時

間を割り振る職員に共通する勤務時間とするこ

と。 

(４) 前２号の規定にかかわらず、条例第３条第１

項の規定による週休日に加えて週休日を設けない

区分期間内の１日については、勤務時間を４時間

未満とすることができること。 

 

(５) 始業の時刻は午前６時30分以後に、終業の時

刻は午後10時以前に設定すること。 

２・３ 略 

 

第１条の９ 略 

 

第１条の９ 略 

 

第１条の10 条例第３条第４項第３号の人事委員会規

則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

(１) 単位期間中に第16条の表第３号の３に掲げる

場合に該当する職員 

(２) 前号に掲げる職員に相当すると人事委員会が

認める職員 

 

 

（介護をする職員等でなくなった旨の届出） 

第１条の11 第１条の６第３項の規定により週休日を

設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、第１条

の８第２項から前条までに規定する職員でなくなっ

た場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出

なければならない。 

（介護をする職員等でなくなった旨の届出） 

第１条の10 第１条の６第３項の規定により週休日を

設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、第１条

の８第２項に掲げる職員又は前条に規定する職員で

なくなった場合には、遅滞なく、その旨を任命権者

に届け出なければならない。 
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２ 略 

 

２ 略 

 

（単位期間の中途に介護をする職員等でなくなった場

合の特例） 

第１条の12 第１条の６第３項の規定により週休日を

設け、及び勤務時間を割り振られた職員が条例第３

条第３項に規定する単位期間の中途に第１条の８第

２項から第１条の10までに規定する職員でなくなっ

た場合においては、当該単位期間の末日までの間、

週休日及び勤務時間の割振りを変更しないことがで

きる。 

 

（単位期間の中途に介護をする職員等でなくなった場

合の特例） 

第１条の11 第１条の６第３項の規定により週休日を

設け、及び勤務時間を割り振られた職員が条例第３

条第３項に規定する単位期間の中途に第１条の８第

２項に掲げる職員又は第１条の９に規定する職員で

なくなった場合においては、当該単位期間の末日ま

での間、週休日及び勤務時間の割振りを変更しない

ことができる。 

 

（休憩時間） 

第４条 略 

２ 略 

３ 条例第６条第２項第１号の人事委員会規則で定め

る場合は、次に掲げる場合とする。 

(１)・(２) 略 

４ 条例第６条第２項第２号の人事委員会規則で定め

る場合は、次に掲げる場合とする。 

(１)  勤務の終了からその次の勤務の開始までの時

間を確保するため、条例第３条第２項の規定によ

りあらかじめ割り振られた勤務時間の始業の時刻

より後に始業の時刻を設定する場合 

(２)  条例第３条第３項の規定により勤務時間を割

り振る場合において、職員からの申告を考慮して

休憩時間を置くことが適当である場合 

 

（休憩時間） 

第４条 略 

２ 略 

３ 条例第６条第２項ただし書の人事委員会規則で定

める場合は、次に掲げる場合とする。 

(１)・(２) 略 

 

（特別休暇） 

第16条 条例第16条第１項の人事委員会規則で定める

場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２

項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。 

 略  

(12の２) 職員の妻が出産す

る場合であってその出産予

定日の８週間（多胎妊娠の

場合にあっては、14週間）

前の日から当該出産の日以

後１年を経過する日までの

期間にある場合において、

当該出産に係る子又はその

子以外の子であって小学校

就学の始期に達するまでの

もの（妻の子を含む。）を

当該期間内に

おいて５日を

超えない範囲

内でその都度

必要と認める

期間 

（特別休暇） 

第16条 条例第16条第１項の人事委員会規則で定める

場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２

項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。 

 略  

(12)の２ 職員の妻が出産す

る場合であってその出産予

定日の８週間（多胎妊娠の

場合にあっては、14週間）

前の日から当該出産の日以

後１年を経過する日までの

期間にある場合において、

当該出産に係る子又はその

子以外の子であって小学校

就学の始期に達するまでの

もの（妻の子を含む。）を

当該期間内に

おいて５日を

超えない範囲

内でその都度

必要と認める

期間 
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養育する職員が、これらの

子の養育のため勤務しない

ことが相当であると認めら

れるとき。 

(12の３) 次に掲げる子（配

偶者の子を含む。以下この

号において同じ。）を養育

する職員が、その子の看護

等（負傷し、若しくは疾病

にかかったその子の世話、

疾病の予防を図るために必

要なものとして人事委員会

が定めるその子の世話又は

次のアに掲げる子を養育す

る職員にあっては学校行事

のうち人事委員会が定める

ものへの参加若しくは学校

保健安全法（昭和33年法律

第56号）第20条の規定によ

る学校の休業その他これに

準ずるものとして人事委員

会が定める事由に伴うその

子の世話を行うことをい

う。）のため、又はその子

に児童福祉法第６条の２の

２第２項に規定する児童発

達支援を受けさせるため勤

務しないことが相当である

と認められる場合 

ア・イ 略 

アに掲げる子

のみを養育す

る職員にあっ

ては一の年に

お い て 10 日

（アに掲げる

子が２人以上

の場合にあっ

て は 、 15

日）、イに掲

げる子のみを

養育する職員

にあっては一

の年において

５日（イに掲

げる子が２人

以上の場合に

あっては、10

日）、アに掲

げる子及びイ

に掲げる子を

養育する職員

にあっては一

の年において

15日を超えな

い範囲内でそ

の都度必要と

認める期間 

(12の４) 配偶者又は２親等

以内の親族（前号ア又はイ

に掲げる子を除く。）の看

護（負傷し、若しくは疾病

にかかったその者の世話又

は疾病の予防を図るために

必要なものとして人事委員

会が定めるその者の世話を

行うことをいう。）を行う

職員が当該看護のため勤務

しないことが相当であると

認められる場合 

一の年におい

て５日を超え

ない範囲内で

その都度必要

と認める期間 

(12の５) 略 

養育する職員が、これらの

子の養育のため勤務しない

ことが相当であると認めら

れるとき 

(12の３) 次に掲げる子（配

偶者の子を含む。以下この

号において同じ。）を養育

する職員が、その子の看護

（負傷し、若しくは疾病に

かかったその子の世話又は

疾病の予防を図るために必

要なものとして人事委員会

が定めるその子の世話を行

うことをいう。）のため、

又はその子に児童福祉法第

６条の２の２第２項に規定

する児童発達支援を受けさ

せるため勤務しないことが

相当であると認められる場

合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア・イ 略 

一の年におい

て５日（左欄

に掲げる子が

２人以上の場

合 に あ っ て

は、10日）を

超えない範囲

内でその都度

必要と認める

期間 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(12)の４ 略 
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 略 

(15) 夏季における盆等の諸

行事、心身の健康の維持及

び増進又は家庭生活の充実

のため勤務しないことが相

当であると認められる場合 

一の年の６月

から10月まで

の期間内にお

け る 、 週 休

日、条例第10

条の２第１項

の規定により

割り振られた

勤務時間の全

部について時

間外勤務代休

時間が指定さ

れ た 勤 務 日

等、休日及び

代休日を除い

て原則として

連続する５日

の範囲内の期

間 

 略 

  

 略 

(15) 夏季における盆等の諸

行事、心身の健康の維持及

び増進又は家庭生活の充実

のため勤務しないことが相

当であると認められる場合 

一の年の６月

から９月まで

の期間内にお

け る 、 週 休

日、条例第10

条の２第１項

の規定により

割り振られた

勤務時間の全

部について時

間外勤務代休

時間が指定さ

れ た 勤 務 日

等、休日及び

代休日を除い

て原則として

連続する５日

の範囲内の期

間 

 略 

  

（介護時間） 

第17条の３ 略 

 

（介護時間） 

第17条の３ 略 

 

（子育て部分休暇） 

第17条の４ 条例第17条第１項第３号の人事委員会規

則で定める子は学校教育法（昭和22年法律第26号）

による義務教育学校、特別支援学校（同法第76条第

１項に規定する中学部に限る。）又は中等教育学校

の前期課程の修了前の子とする。 

 

  

（県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正） 

第２条 県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成６年鳥取県人事委員会規則第17号）の一部を次

のように改正する。 

  次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、下線及び太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

  

（条例第３条第３項の規定に基づく勤務時間の割振り

の基準等） 

第１条の３ 条例第３条第３項の規定に基づく勤務時

間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

(１) １日につき２時間から４時間の範囲内で市町

村教育委員会が学校ごとにあらかじめ定める時間

（条例第３条第３項の規定に基づく勤務時間の割振り

の基準等） 

第１条の３ 条例第３条第３項の規定に基づく勤務時

間の割振りは、次に掲げる基準に適合するものでな

ければならない。 

(１) 勤務時間は、１日につき６時間以上とするこ

と。ただし、休日（条例第９条に規定する祝日法
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以上の勤務時間を割り振ること。ただし、休日

（条例第９条に規定する祝日法による休日及び年

末年始の休日をいう。以下同じ。）その他人事委

員会の定める日については、７時間45分とするこ

と。 

(２) 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４

時までの時間帯において、休憩時間を除き、２時

間から４時間の範囲内で市町村教育委員会が学校

ごとにあらかじめ定める連続する時間は、学校に

勤務するこの項の基準により勤務時間を割り振る

職員に共通する勤務時間とすること。 

(３) 前２号の規定にかかわらず、条例第３条第３

項に規定する単位期間をその初日から１週間ごと

に区分した期間（第１条の５第１項第１号及び同

項第４号において「区分期間」という。）内の１

日に限り、勤務時間を第１号の規定により割り振

る勤務時間未満とすることができること。 

(４) 始業の時刻は午前５時以後に、終業の時刻は

午後10時以前に設定すること。 

２・３ 略  

 

による休日及び年末年始の休日をいう。以下同

じ。）その他人事委員会の定める日については、

７時間45分とすること。 

 

 

(２) 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４

時までの時間帯において、休憩時間を除き、市町

村教育委員会が学校ごとにあらかじめ定める連続

する５時間は、当該学校に勤務するこの項の基準

により勤務時間を割り振る職員に共通する勤務時

間とすること。 

 

 

 

 

 

 

(３) 始業の時刻は午前６時30分以後に、終業の時

刻は午後10時以前に設定すること。 

２・３ 略  

 

（条例第３条第４項の規定に基づく週休日及び勤務時

間の割振りの基準等） 

第１条の５ 条例第３条第４項の規定に基づく週休日

（条例第３条第１項に規定する週休日をいう。以下

同じ。）及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準

に適合するものでなければならない。 

(１) 条例第３条第１項の規定による週休日に加え

て設ける週休日は、区分期間につき１日を限度と

すること。 

 

 

(２) 勤務時間は、１日につき２時間から４時間の

範囲内で市町村教育委員会が学校ごとにあらかじ

め定める時間以上の勤務時間を割り振ること。た

だし、休日その他人事委員会の定める日について

は、７時間45分とすること。 

(３) 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４

時までの時間帯において、休憩時間を除き、２時

間から４時間の範囲内で市町村教育委員会が学校

ごとにあらかじめ定める連続する時間は、当該学

校に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り

振る職員に共通する勤務時間とすること。 

(４) 前２号の規定にかかわらず、条例第３条第１

項の規定による週休日に加えて週休日を設けない

（条例第３条第４項の規定に基づく週休日及び勤務時

間の割振りの基準等） 

第１条の５ 条例第３条第４項の規定に基づく週休日

（条例第３条第１項に規定する週休日をいう。以下

同じ。）及び勤務時間の割振りは、次に掲げる基準

に適合するものでなければならない。 

(１) 条例第３条第１項の規定による週休日に加え

て設ける週休日は、同条第３項に規定する単位期

間をその初日から１週間ごとに区分した期間（第

４号において「区分期間」という。）につき１日

を限度とすること。 

(２) 勤務時間は、１日につき４時間以上とするこ

と。ただし、休日その他人事委員会の定める日に

ついては、７時間45分とすること。 

 

 

(３) 月曜日から金曜日までの午前９時から午後４

時までの時間帯において、休憩時間を除き、市町

村教育委員会が学校ごとに２時間以上４時間30分

以下であらかじめ定める連続する時間は、当該学

校に勤務するこの項の基準により勤務時間を割り

振る職員に共通する勤務時間とすること。 

(４) 前２号の規定にかかわらず、条例第３条第１

項の規定による週休日に加えて週休日を設けない
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区分期間内の１日については、勤務時間を第２号

により割り振る勤務時間未満とすることができる

こと。 

(５) 始業の時刻は午前５時以後に、終業の時刻は

午後10時以前に設定すること。 

２・３ 略 

 

区分期間内の１日については、勤務時間を４時間

未満とすることができること。 

 

(５) 始業の時刻は午前６時30分以後に、終業の時

刻は午後10時以前に設定すること。 

２・３ 略 

 

第１条の９ 略 

 

第１条の９ 略 

 

第１条の10 条例第３条第４項第３号の人事委員会規

則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 

(１) 単位期間中に第15条の表第３号の３に掲げる

場合に該当する職員 

(２) 前号に掲げる職員に相当すると人事委員会が

認める職員 

 

 

（介護をする職員等でなくなった旨の届出） 

第１条の11 第１条の６第３項の規定により週休日を

設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、第１条

の８第２項から前条までに規定する職員でなくなっ

た場合には、遅滞なく、その旨を市町村教育委員会

に届け出なければならない。 

２ 略 

 

（介護をする職員等でなくなった旨の届出） 

第１条の10 第１条の６第３項の規定により週休日を

設け、及び勤務時間を割り振られた職員は、第１条

の８第２項に掲げる職員又は前条に規定する職員で

なくなった場合には、遅滞なく、その旨を市町村教

育委員会に届け出なければならない。 

２ 略 

 

（単位期間の中途に介護をする職員等でなくなった場

合の特例） 

第１条の12 第１条の６第３項の規定により週休日を

設け、及び勤務時間を割り振られた職員が条例第３

条第３項に規定する単位期間の中途に第１条の８第

２項から第１条の10までに規定する職員でなくなっ

た場合においては、当該単位期間の末日までの間、

週休日及び勤務時間の割振りを変更しないことがで

きる。 

 

（単位期間の中途に介護をする職員等でなくなった場

合の特例） 

第１条の11 第１条の６第３項の規定により週休日を

設け、及び勤務時間を割り振られた職員が条例第３

条第３項に規定する単位期間の中途に第１条の８第

２項に掲げる職員又は第１条の９に規定する職員で

なくなった場合においては、当該単位期間の末日ま

での間、週休日及び勤務時間の割振りを変更しない

ことができる。 

 

（休憩時間） 

第４条 略 

２ 略 

３ 条例第６条第２項第１号の人事委員会規則で定め

る場合は、市町村教育委員会が職務の特殊性又は当

該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩時

間を一斉に与えないことが休憩時間の自由な利用を

妨げず、かつ、職員に著しい負担を与えるものでな

いと認めるときとする。 

４ 条例第６条第２項第２号の人事委員会規則で定め

る場合は、次に掲げる場合とする。 

（休憩時間） 

第４条 略 

２ 略 

３ 条例第６条第２項ただし書の人事委員会規則で定

める場合は、市町村教育委員会が職務の特殊性又は

当該公署の特殊の必要があると認める場合で、休憩

時間を一斉に与えないことが休憩時間の自由な利用

を妨げず、かつ、職員に著しい負担を与えるもので

ないと認めるときとする。 
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(１)  勤務の終了からその次の勤務の開始までの時

間を確保するため、条例第３条第２項の規定によ

りあらかじめ割り振られた勤務時間の始業の時刻

より後に始業の時刻を設定する場合 

(２)  第３条第３項の規定により勤務時間を割り振

る場合において、職員からの申告を考慮して休憩

時間を置くことが適当である場合 

 

（特別休暇） 

第15条 条例第14条第１項の人事委員会規則で定める

場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２

項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。 

 略  

(12の２) 職員の妻が出産す

る場合であってその出産予

定日の８週間（多胎妊娠の

場合にあっては、14週間）

前の日から当該出産の日以

後１年を経過する日までの

期間にある場合において、

当該出産に係る子又はその

子以外の子であって小学校

就学の始期に達するまでの

もの（妻の子を含む。）を

養育する職員が、これらの

子の養育のため勤務しない

ことが相当であると認めら

れるとき。 

当該期間内に

おいて５日を

超えない範囲

内でその都度

必要と認める

期間 

(12の３) 次に掲げる子（配

偶者の子を含む。以下この

号において同じ。）を養育

する職員が、その子の看護

等（負傷し、若しくは疾病

にかかったその子の世話、

疾病の予防を図るために必

要なものとして人事委員会

が定めるその子の世話又は

次のアに掲げる子を養育す

る職員にあっては学校行事

のうち人事委員会が定める

ものへの参加若しくは学校

保健安全法（昭和33年法律

第56号）第20条の規定によ

る学校の休業その他これに

アに掲げる子

のみを養育す

る職員にあっ

ては一の年に

お い て 10 日

（アに掲げる

子が２人以上

の場合にあっ

て は 、 15

日）、イに掲

げる子のみを

養育する職員

にあっては一

の年において

５日（イに掲

げる子が２人

（特別休暇） 

第15条 条例第14条第１項の人事委員会規則で定める

場合は、次の表の左欄に掲げる場合とし、同条第２

項の人事委員会規則で定める期間は、同表の右欄に

掲げる期間とする。 

 略  

(12)の２ 職員の妻が出産す

る場合であってその出産予

定日の８週間（多胎妊娠の

場合にあっては、14週間）

前の日から当該出産の日以

後１年を経過する日までの

期間にある場合において、

当該出産に係る子又はその

子以外の子であって小学校

就学の始期に達するまでの

もの（妻の子を含む。）を

養育する職員が、これらの

子の養育のため勤務しない

ことが相当であると認めら

れるとき 

当該期間内に

おいて５日を

超えない範囲

内でその都度

必要と認める

期間 

(12の３) 次に掲げる子（配

偶者の子を含む。以下この

号において同じ。）を養育

する職員が、その子の看護

（負傷し、若しくは疾病に

かかったその子の世話又は

疾病の予防を図るために必

要なものとして人事委員会

が定めるその子の世話を行

うことをいう。）のため、

又はその子に児童福祉法第

６条の２の２第２項に規定

する児童発達支援を受けさ

せるため勤務しないことが

相当であると認められる場

合 

一の年におい

て５日（左欄

に掲げる子が

２人以上の場

合 に あ っ て

は、10日）を

超えない範囲

内でその都度

必要と認める

期間 
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準ずるものとして人事委員

会が定める事由に伴うその

子の世話を行うことをい

う。）のため、又はその子

に児童福祉法第６条の２の

２第２項に規定する児童発

達支援を受けさせるため勤

務しないことが相当である

と認められる場合 

ア・イ 略 

以上の場合に

あっては、10

日）、アに掲

げる子及びイ

に掲げる子を

養育する職員

にあっては一

の年において

15日を超えな

い範囲内でそ

の都度必要と

認める期間 

(12の４) 配偶者又は２親等

以内の親族（前号ア又はイ

に掲げる子を除く。）の看

護（負傷し、若しくは疾病

にかかったその者の世話又

は疾病の予防を図るために

必要なものとして人事委員

会が定めるその者の世話を

行うことをいう。）を行う

職員が当該看護のため勤務

しないことが相当であると

認められる場合 

一の年におい

て５日を超え

ない範囲内で

その都度必要

と認める期間 

(12の５) 略 

 略 

(15) 夏季における盆等の諸

行事、心身の健康の維持及

び増進又は家庭生活の充実

のため勤務しないことが相

当であると認められる場合 

一の年の６月

から10月まで

の期間内にお

け る 、 週 休

日、条例第８

条の２第１項

の規定により

割り振られた

勤務時間の全

部について時

間外勤務代休

時間が指定さ

れ た 勤 務 日

等、休日及び

代休日を除い

て原則として

連続する５日

の範囲内の期

間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア・イ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

(12)の４ 略 

 略 

(15) 夏季における盆等の諸

行事、心身の健康の維持及

び増進又は家庭生活の充実

のため勤務しないことが相

当であると認められる場合 

一の年の６月

から９月まで

の期間内にお

け る 、 週 休

日、条例第８

条の２第１項

の規定により

割り振られた

勤務時間の全

部について時

間外勤務代休

時間が指定さ

れ た 勤 務 日

等、休日及び

代休日を除い

て原則として

連続する５日

の範囲内の期

間 
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 略 

  

 略 

  

（介護時間） 

第16条の３ 略 

 

（介護時間） 

第16条の３ 略 

 

（子育て部分休暇） 

第16条の４ 条例第15条第１項第３号の人事委員会規

則で定める子は学校教育法（昭和22年法律第26号）

による義務教育学校、特別支援学校（同法第76条第

１項に規定する中学部に限る。）又は中等教育学校

の前期課程の修了前の子とする。 

 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ 職員の勤務時間、休暇等に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年鳥取県条例第12号。以下「改正条

例」という。）の施行の日（以下「改正条例施行日」という。）以後の日を深夜勤務及び時間外勤務の制限の

開始の日とする改正条例第１条の規定による改正後の職員の勤務時間、休暇等に関する条例第10条第２項及び

改正条例第２条の規定による改正後の県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する条例第８条第２項の規定に

よる請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。）を行おうとする

者は、改正条例施行日前においても、これらの規定による請求を行うことができる。 

３ この規則の施行の日（以下「施行日」という。）前に承認された第１条の規定による改正前の職員の勤務時

間、休暇等に関する規則第16条の表第12号の３の休暇については、第１条の規定による改正後の職員の勤務時

間、休暇等に関する規則第16条の表第12号の３の休暇として承認されたものとみなす。 

４ 施行日前に承認された第２条の規定による改正前の県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する規則第15条

の表第12号の３の休暇については、第２条の規定による改正後の県費負担教職員の勤務時間、休暇等に関する

規則第15条の表第12号の３の休暇として承認されたものとみなす。 
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地域手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月31日 

鳥取県人事委員会委員長 中  本  久 美 子   

鳥取県人事委員会規則第25号 

地域手当に関する規則の一部を改正する規則 

 

地域手当に関する規則（平成18年鳥取県人事委員会規則第11号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に、太枠で示すように改正する。 

改 正 後 改 正 前 

 

別表（第２条、第３条関係） 

支給地域 級地 

 略  

人事院規則の級地が５級地である地域

のうち人事委員会が定めるもの 

 

 

 

 

５級地 

 

 

別表（第２条、第３条関係） 

支給地域 級地 

 略  

人事院規則の級地が５級地である地域

のうち人事委員会が定めるもの 

５級地 

人事院規則の級地が６級地である地域

のうち人事委員会が定めるもの 

６級地 

人事院規則の級地が７級地である地域

のうち人事委員会が定めるもの 

７級地 

 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和７年４月１日から施行する。 

（令和10年３月31日までの間における地域手当） 

２ 令和10年３月31日までの間における職員の給与に関する条例（昭和26年鳥取県条例第３号）第９条の２第１

項の人事委員会規則で定める地域は、この規則による改正後の地域手当に関する規則第２条の規定にかかわら

ず、附則別表に掲げる地域とする。 

３ 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和６年鳥取県条例第47号）附則第11項の人事委員会規

則で定める級地の区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項の人事委員会規則で定める割合は、当該各号に掲

げる級地の区分に応じ当該各号に定める割合とする。 

(１)  20パーセント級地 100分の20 

(２)  16パーセント級地 100分の16 

(３)  15パーセント級地 100分の15 

(４)  14パーセント級地 100分の14 

(５)  13パーセント級地 100分の13 

(６)  12パーセント級地 100分の12 

(７)  11パーセント級地 100分の11 

(８)  10パーセント級地 100分の10 

(９)  ９パーセント級地 100分の９ 

(10)  ８パーセント級地 100分の８ 

(11)  ７パーセント級地 100分の７ 

(12)  ６パーセント級地 100分の６ 

(13)  ５パーセント級地 100分の５ 

(14)  ４パーセント級地 100分の４ 

(15)  ３パーセント級地 100分の３ 
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(16)  ２パーセント級地 100分の２ 

(17)  １パーセント級地 100分の１ 

附則別表（附則第２項関係） 

支給地域 級地 

東京都特別区 20パーセント級地 

大阪府大阪市及び人事院規則９－49－57（人事院規則９－49（地域手当）の一部を改

正する人事院規則）附則別表第１の級地の欄に掲げる級地（以下「人事院規則附則別

表の級地」という。）が16パーセント級地である地域（同市を除く。）のうち人事委

員会が定めるもの 

16パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が15パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

15パーセント級地 

愛知県名古屋市及び人事院規則附則別表の級地が14パーセント級地（同市を除く。）

である地域のうち人事委員会が定めるもの 

14パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が13パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

13パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が12パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

12パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が11パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

11パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が10パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

10パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が９パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

９パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が８パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

８パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が７パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

７パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が６パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

６パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が５パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

５パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が４パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

４パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が３パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

３パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が２パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

２パーセント級地 

人事院規則附則別表の級地が１パーセント級地である地域のうち人事委員会が定める

もの 

１パーセント級地 

 

  

 

 


